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定款の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（本所の市場における有価証券の売買等の態様） 

第７条の２ 清算資格（株式会社日本証券クリア

リング機構（以下「クリアリング機構」という。）

の業務方法書に規定する清算資格をいう。以下

同じ。）を有する会員は、本所の市場における

有価証券の売買については、自らの名において

これを行うものとする。 

２ 清算資格を有しない会員は、本所の市場にお

ける有価証券の売買については、指定清算参加

者（第３７条の４に定める指定清算参加者をい

う。）に対する有価証券等清算取次ぎの委託を

行うものとする。 

 

第２節 会員の義務等 

 

第９条～第１２条 （略） 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

第９条～第１２条 （略） 

 

第２節 会員の義務 

 

（決済に係る手数料） 

第１４条の２  会員は、株券等の保管及び振替に

関する法律（昭和５９年法律第３０号）に規定

する保管振替機関が保管振替業において取り扱

う有価証券の本所の市場における売買及び第３

４条第１項に規定する貸借取引の決済に係る手

数料（以下「決済に係る手数料」という。）を、

本所が定めるところにより、本所に納入しなけ

ればならない。 

２  決済に係る手数料の額は、本所が、出席した

理事会の構成員の議決権の３分の２以上の多数

決により定める。 

３  本所は、必要があるときは、決済に係る手数

料の額を、期日をさかのぼって変更することがで

きる。 
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第１５条 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２５条 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２６条  削 除 

 

 

 

（特別会費） 

第１５条 正会員は、本所の市場における有価証

券の売買の安全を図るために設ける違約損失補

償準備金の積立てに充てるため、本所が定めると

ころにより、本所に特別会費を納入しなければな

らない。 

２  特別会費の額は、各正会員の本所の市場にお

ける株券の売買数量に、１株につき３銭の徴収標

準率を乗じて算出した額とする。 

３  本所は、必要があるときは、出席した理事会

の構成員の議決権の３分の２以上の多数決によ

り、前項に定める特別会費以外に、臨時に、特別

会費を納入させることができる。 

４  本所は、違約損失補償準備金の額が第 104 条

に規定する累積限度額に達し、その後、違約損失

補償準備金の額が累積限度額以下となるまでの

間、特別会費の徴収を停止する。 

 

（本所の市場における有価証券の売買の決済に関

する制限） 

第２５条 会員は、その本所の市場における有価

証券の売買の決済を、本所を通じて行わなけれ

ばならない。ただし、正会員と特別会員との間

に行われた有価証券の売買の決済について、本

所が承認した場合はこの限りでない。 

２  前項の規定にかかわらず、本所は、天災地変

その他非常の状態のために、本所を通じて決済を

行うことが不可能又は著しく困難であると認め

るときは、一定の期間、本所の市場における有価

証券の売買の決済を、本所を通じないで行わせる

ことができる。 

 

（決済の委任の禁止） 

第２６条  会員は、本所を通じて有価証券の売買

の決済を行うに当たって、これを他の者に委任し

てはならない。ただし、本所の承認を受けて、他
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（天災地変等の場合における非常措置） 

第２７条  本所は、有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく本所の市場における有価証券の売買に

係る非清算参加者（第３７条の２に定める非清算

参加者をいう。以下、この条において同じ。）の

決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その

他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著し

く困難であると認められるに至ったときは、出席

した理事会の構成員の議決権の３分の２以上の

多数決により、その取引について、改めて決済の

条件を定めることができる。 

（削る） 

 

 

２  前項の規定により本所が決済の条件を定めた

ときは、非清算参加者は、これに従わなければな

らない。 

 

（受託契約準則） 

第２９条  正会員は、本所の市場における有価証

券の売買（有価証券等清算取次ぎを除く。）の受

託については、本所が定める受託契約準則によら

なければならない。 

２ （略） 

 

（受託に際しての調査義務） 

第３１条  正会員は、本所の市場における有価証

券の売買の委託（有価証券等清算取次ぎの委託を

除く。）を受けるときは、あらかじめ顧客の住所、

の会員又は本所が指定する証券金融会社若しく

は有価証券の振替決済に係る口座を管理する機

関に委任するときは、この限りでない。 

２  会員が前項ただし書の規定により決済を委任

したときは、その委任に関して生ずるいっさいの

事項について、その責めに任じなければならな

い。 

 

（天災地変等の場合における非常措置） 

第２７条  本所は、本所の市場における有価証券

の売買の決済が、天災地変、経済事情の激変、品

不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能

又は著しく困難であると認められるに至ったと

きは、出席した理事会の構成員の議決権の３分の

２以上の多数決により、その取引について、改め

て決済の条件を定めることができる。 

 

 

 

２  前項の規定は、前項の有価証券の売買の決済

のために行われる有価証券の貸借について準用

する。 

３  前２項の規定により本所が決済の条件を定め

たときは、会員は、これに従わなければならない。 

 

 

（受託契約準則） 

第２９条  正会員は、本所の市場における有価証

券の売買の受託については、本所が定める受託契

約準則によらなければならない。 

 

２  （略） 

 

（受託に際しての調査義務） 

第３１条  正会員は、本所の市場における有価証

券の売買の委託を受けるときは、あらかじめ顧客

の住所、氏名その他本所が定める事項を調査しな
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氏名その他本所が定める事項を調査しなければ

ならない。 

 

（他の会員の役員又は従業員からの受託の制限） 

第３２条  正会員は、他の会員の役員又は従業員

である者から、その会員の書面又は電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法による同意を得ないで、本所の市場

における有価証券の売買の委託（有価証券等清算

取次ぎの委託を除く。）を受けることができない。 

 

第３節の２ 清算資格を有しない会員の義務等 

 

（非清算参加者の定義） 

第３７条の２ 非清算参加者とは、清算資格を有

しない会員をいう。 

 

（有価証券の売買に係る清算受託契約の締結） 

第３７条の３ 非清算参加者は、本所の市場にお

ける有価証券の売買に係る有価証券等清算取次

ぎの委託に関し、他社清算参加者（クリアリン

グ機構の業務方法書に規定する他社清算参加者

をいう。以下同じ。）との間でクリアリング機

構の業務方法書に規定する清算受託契約を締結

しなければならない。 

 

（指定清算参加者の指定） 

第３７条の４ 非清算参加者は、清算受託契約の

相手方である他社清算参加者のうちから、常に

有価証券等清算取次ぎの委託先とする一の者

（以下「指定清算参加者」という。）を指定し

なければならない。 

２ 非清算参加者は、前項に規定する指定清算参

加者の指定又は変更を行う場合には、あらかじ

め、本所が定めるところにより、本所に申請し、

承認を得なければならない。 
 

ければならない。 

 

 

（他の会員の役員又は従業員からの受託の制限） 

第３２条  正会員は、他の会員の役員又は従業員

である者から、その会員の書面又は電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法による同意を得ないで、本所の市場

における有価証券の売買の委託を受けることが

できない。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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（指定清算参加者の変更の場合の未決済取引の引

継ぎ） 

第３７条の５ 前条第２項の規定に基づき指定清

算参加者（同条第１項に規定する指定清算参加者

をいう。以下同じ。）を変更した場合には、当該

非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に

基づく有価証券の売買で未決済のものは、当該変

更をしたとき以降、変更後の指定清算参加者に対

する有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価

証券の売買とする。 

２ 前項の規定は、清算参加者（クリアリング機

構の清算資格を有するものをいう。）が非清算

参加者となる場合において、前条第２項の規定

に基づき指定清算参加者の指定をしたときにつ

いて準用する。この場合において、「当該非清

算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く有価証券の売買で未決済のもの」とあるのは

「当該非清算参加者となる者の取引で未決済の

もの」と、「変更後の指定清算参加者」とある

のは「新たに指定清算参加者として指定された

者」と読み替えるものとする。 

 

（清算受託契約の締結の届出） 

第３７条の６ 非清算参加者は、清算受託契約を

締結しようとするときは、あらかじめ、本所が定

めるところにより、その内容を本所に届け出なけ

ればならない。 

 

（清算受託契約の解約の報告） 

第３７条の７ 非清算参加者は、清算受託契約の

解約については、次の各号に掲げる解約の区分

に従い、当該各号に定めるところにより、その

内容を本所に報告しなければならない。 

（１）合意による解約 

  当該解約を行おうとする日の３日前（休業

日を除外する。）の日までに報告を行う。 

（２）非清算参加者が事前に他社清算参加者に対

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 
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し書面により契約の解約の意思を申し出るこ

とによる解約 

  当該解約の意思を申し出た後遅滞なく報告

を行う。 

（３）非清算参加者が事前に他社清算参加者から

書面により契約の解約の意思の申し出を受け

たことによる解約 

  当該解約の意思の申し出を受けた後遅滞な

く報告を行う。 

（４）非清算参加者が有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく取引に係る債務についての期限の

利益の喪失事由に該当したことによる解約 

  当該解約を行おうとする日の前日までに報

告を行う。 

 

（清算資格取得の場合の未決済取引の取扱い） 

第３７条の８ 非清算参加者である会員が新たに

清算資格（クリアリング機構の清算資格をいう。）

を取得した場合には、当該会員の有価証券等清算

取次ぎの委託に基づく取引で未決済のものは、当

該清算資格を取得したとき以降、当該会員の名に

おける有価証券の売買とする。 

 

（会員加入の承認） 

第３９条  （略） 

２  本所が会員加入を承認したときは、本所は、

期日を指定し、会員加入申請者をして、会員出資

金及び加入金の払込み、入会金の納付、清算資格

の取得手続（清算資格を新たに取得しない場合に

あっては、第３７条の３及び第３７条の４の規定

により必要となる清算受託契約の締結及び指定

清算参加者の指定）、信認金の預託その他本所が

定める会員加入手続を履行させるものとする。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（会員加入の承認） 

第３９条  （略） 

２  本所が会員加入を承認したときは、本所は、

期日を指定し、会員加入申請者をして、会員出資

金及び加入金の払込み、入会金の納付並びに信認

金の預託その他本所が定める会員加入手続きを

履行させるものとする。 

 

 

 

３  正会員の加入の承認を受けた者は、前項に定

めるもののほか、違約損失補償準備金の積立てに

充てるため、第１５条に規定する特別会費とし

て、その承認を受けた時における違約損失補償準
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３  会員加入申請者が会員持ち分を譲り受けた場

合には、前項の規定にかかわらず、会員出資金及

び加入金の払込みの納入を要しない。ただし、会

員持ち分を譲り渡す会員が第７条第２項に定め

る特定正会員の場合は、加入金の払込みを要する

ものとする。 

４ （略） 

５ （略） 

６  （略） 

７  会員加入申請者が第２項に定める手続を期日

までに履行しないときは、その会員加入申請を取

り下げたものとみなす。 

 

（脱退申請会員の有価証券の売買の停止） 

 

第４２条  本所は、会員からの脱退申請を受理し

た日の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下

げる。）から、その会員の本所の市場における有

価証券の売買（有価証券等清算取次ぎによるもの

を除く。以下この条において同じ。）又は有価証

券等清算取次ぎの委託を停止し、本所が定める期

間内に、その会員の本所の市場における有価証券

の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引及びこれらに関する取引で未決済のもの

について、他の正会員への引継ぎその他本所が必

要と認める整理を行わせることができる。 

２  （略） 

 

（脱退申請会員の合併等の場合における売買） 

 

第４３条  本所は、脱退申請会員が、その脱退と

同時に、会員として加入する者又は他の正会員に

合併され、分割により営業を承継させ若しくは営

業を譲渡する等の場合で、その本所の市場におけ

備金の現在額を正会員数で除して得た金額を基

準として本所が定めた金額を、前項の規定により

本所が指定する期日までに納入するものとする。 

４  会員加入申請者が会員持ち分を譲り受けた場

合には、前２項の規定にかかわらず、会員出資金

及び加入金の払込み並びに前項に規定する特別

会費の納入を要しない。ただし、会員持ち分を譲

り渡す会員が第７条第２項に定める特定正会員

の場合は、加入金の払込みを要するものとする。 

５ （略） 

６ （略） 

７  （略） 

８  会員加入申請者が第２項及び第３項に定める

手続を期日までに履行しないときは、その会員加

入申請を取り下げたものとみなす。 

 

（脱退申請会員の有価証券の売買の停止及び未決

済取引の整理） 

第４２条  本所は、会員からの脱退申請を受理し

た日の翌日から、その会員の本所の市場における

有価証券の売買を停止し、本所が定める期間内

に、その会員の本所の市場における有価証券の売

買及びこれに関する取引で未決済のものについ

て、他の正会員への引継ぎその他本所が必要と認

める整理を行わせることができる。 

 

 

 

 

２  （略） 

 

（脱退申請会員の合併等の場合における有価証券

の売買） 

第４３条  本所は、脱退申請会員が、その脱退と

同時に、会員として加入する者又は他の正会員に

合併され、分割により営業を承継させ若しくは営

業を譲渡する等の場合で、その本所の市場におけ
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る有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎによる

ものを除く。以下この条において同じ。）又は有

価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及びこ

れらに関する取引の未決済のものを整理させる

必要がないと認めるときは、前条第１項の規定に

かかわらず、当該脱退申請会員の本所の市場にお

ける有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎ

の委託を停止しないことができる。 

 

（脱退会員の未決済の有価証券の売買の決済） 

第４８条 脱退会員の本所の市場における有価証

券の売買（有価証券等清算取次ぎによるものを除

く。以下この条において同じ。）又は有価証券等

清算取次ぎの委託に基づく取引に未決済のもの

がある場合は、本人又は一般承継人をして、その

決済を行わせるものとする。ただし、本人又はそ

の承継人に決済させることが適当でないと認め

るときは、本所は、他の会員をして、これを行わ

せることができる。 

２  前項の場合において、本所が必要と認めた場

合には、本所の市場における有価証券の売買又

は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及

びこれらに関する取引で未決済のものの他の会

員への引継ぎその他本所が必要と認める整理を

行わせることができる。 

３  本所は、必要があると認めるときは、前項に
定める整理を、他の会員をして行わせることが

できる。この場合においては、その会員と同項

の有価証券の売買又は有価証券等清算取次ぎの

委託の停止の処置を受けた会員との間に委任契

約が成立していたものとする。 

 

（会員の処分） 

第５０条  本所は、会員が次の各号のいずれかに

該当することとなったと認める場合には、当該会

員を審問のうえ、当該各号に掲げる処分を行うこ

とができる。この場合において、当該処分が会員

る有価証券の売買及びこれに関する取引の未決

済のものを整理させる必要がないと認めるとき

は、前条第１項の規定にかかわらず、当該脱退申

請会員の本所の市場における有価証券の売買を

停止しないことができる。 

 

 

 

 

（脱退会員の未決済の有価証券の売買の決済） 

第４８条  脱退会員の本所の市場における有価証

券の売買に未決済のものがあるときは、本人又は

一般承継人をして、その決済を行わせるものとす

る。ただし、本人又はその承継人に決済させるこ

とが適当でないと認めるときは、本所は、他の会

員をして、これを行わせることができる。 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（会員の処分） 

第５０条  本所は、会員が次の各号のいずれかに

該当することとなったと認める場合には、当該

会員を審問のうえ、当該各号に掲げる処分を行

うことができる。この場合において、当該処分
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権の停止又は除名であるときは、出席した理事会

の構成員の議決権の３分の２以上の多数決によ

り行うものとする。 

（１）～（３）（略） 

（４）本所の市場における有価証券の売買（有価

証券等清算取次ぎによるものを除く。以下この

項において同じ。）又は有価証券等清算取次ぎ

の委託に関する本所との契約を履行しないとき

は、本所の市場における有価証券の売買若しく

は有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは

制限、６か月以内の会員権の停止又は除名 

（５）会員として本所に払込み、納入又は預託し

なければならない金銭又は有価証券を、本所が

定めるところにより、払込み、納入又は預託し

ないときは、本所の市場における有価証券の売

買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止

若しくは制限、６か月以内の会員権の停止又は

除名 

（６）・（７） （略） 

（８）前各号のほか、会員が法令、外国証券法令

若しくはこれらに基づいてする行政官庁の処分

又は本所の定款、業務規程、受託契約準則その

他諸規則若しくはこれらに基づく処分に違反

し、又は取引の信義則に反する行為をしたとき

は、１億円以下の過怠金、戒告、本所の市場に

おける有価証券の売買若しくは有価証券等清算

取次ぎの委託の停止若しくは制限、６か月以内

の会員権の停止又は除名 

２  前項の規定にかかわらず、本所は、会員が法

令、外国証券法令若しくはこれらに基づいてす

る行政官庁の処分に違反し、よって本所又は本

所の会員の信用を著しく失墜させたと認める場

合には、当該会員を審問のうえ、５億円以下の

過怠金、戒告、本所の市場における有価証券の

売買（有価証券等清算取次ぎによるものを除

く。）若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の

停止若しくは制限、６か月以内の会員権の停止

が会員権の停止又は除名であるときは、出席し

た理事会の構成員の議決権の３分の２以上の多

数決により行うものとする。 

（１）～（３） （略） 

（４）本所の市場における有価証券の売買に関す

る他の会員との契約を履行しないときは、本所

の市場における有価証券の売買の停止若しくは

制限、６か月以内の会員権の停止又は除名 

 

 

 

（５）会員として本所に払込み、納入又は預託し

なければならない金銭又は有価証券を、本所が

定めるところにより、払込み、納入又は預託し

ないときは、本所の市場における有価証券の売

買の停止若しくは制限、６か月以内の会員権の

停止又は除名 

 

（６）・（７） （略） 

（８）前各号のほか、会員が法令、外国証券法令

若しくはこれらに基づいてする行政官庁の処分

又は本所の定款、業務規程、受託契約準則その

他諸規則若しくはこれらに基づく処分に違反

し、又は取引の信義則に反する行為をしたとき

は、１億円以下の過怠金、戒告、本所の市場に

おける有価証券の売買の停止若しくは制限、６

か月以内の会員権の停止又は除名 

 

２  前項の規定にかかわらず、本所は、会員が法

令、外国証券法令若しくはこれらに基づいてす

る行政官庁の処分に違反し、よって本所又は本

所の会員の信用を著しく失墜させたと認める場

合には、当該会員を審問のうえ、５億円以下の

過怠金、戒告、本所の市場における有価証券の

売買の停止若しくは制限、６か月以内の会員権

の停止又は除名の処分を行うことができる。こ

の場合において、当該処分が１億円を超える過
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又は除名の処分を行うことができる。この場合

において、当該処分が１億円を超える過怠金、

会員権の停止又は除名であるときは、出席した

理事会の構成員の議決権の３分の２以上の多数

決により行うものとする。 

３  前２項の規定による処分において、過怠金の

賦課と会員権の停止、本所の市場における有価証

券の売買（有価証券等清算取次ぎによるものを除

く。）若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停

止若しくは制限又は戒告は、併科することができ

る。 

 

（自己資本規制比率が１２０パーセントを下回っ

たときの処置） 

第５２条  本所は、会員の自己資本規制比率が１

２０パーセントを下回ったときは、当該会員を審

問のうえ、その事由の消滅するまで、当該会員の

本所の市場における有価証券の売買（有価証券等

清算取次ぎによるものを除く。）若しくは有価証

券等清算取次ぎの委託の停止又は制限を行うこ

とができる。 

 

（支払不能の会員に対する処置） 

第５３条  （略） 

２  本所は、前項の規定により、会員に対して、

会員権の停止を行った場合又は定款第５５条の

２の規定により、本所若しくはクリアリング機構

の業務方法書に基づき清算資格の取消し若しく

は債務の引受けの停止（支払不能等若しくは証券

業の廃止等に係る公告を行ったことによる債務

の引受けの停止に限る。）の措置を受けたことに

よる有価証券の売買の停止の措置を行った場合

には、当該会員の本所の市場における有価証券の

売買（有価証券等清算取次ぎによるものを除く。）

又は有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引

及びこれらに関する取引の未決済のものについ

て、他の正会員への引継ぎその他本所が必要と認

怠金、会員権の停止又は除名であるときは、出

席した理事会の構成員の議決権の３分の２以上

の多数決により行うものとする。 

 

 

３  前２項の規定による処分において、過怠金の

賦課と会員権の停止、本所の市場における有価証

券の売買の停止若しくは制限又は戒告は、併科す

ることができる。 

 

 

 

（自己資本規制比率が１２０パーセントを下回っ

たときの処置） 

第５２条  本所は、会員の自己資本規制比率が１

２０パーセントを下回ったときは、当該会員を審

問のうえ、その事由の消滅するまで、当該会員の

本所の市場における有価証券の売買の停止又は

制限を行うことができる。 

 

 

 

（支払不能の会員に対する処置） 

第５３条  （略） 

２  本所は、前項の規定により会員権の停止を行

った場合には、会員の本所の市場における有価証

券の売買及びこれに関する取引の未決済のもの

について、他の正会員への引継ぎその他本所が必

要と認める整理を行わせることができる。 
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める整理を行わせることができる。 

３  第１項の規定により会員権の停止を受けた会

員は、前項の規定による整理を行うために必要と

する限度において、本所の承認を受けて、本所の

市場における有価証券の売買（有価証券等清算取

次ぎによるものを除く。）又は有価証券等清算取

次ぎの委託を行うことができる。 

４・５ （略） 

 

（会員権の停止を受けた会員の復権） 

第５４条  （略） 

２・３  （略） 

４  前３項の規定は、第５２条の規定により、期

間を定めないで本所の市場における有価証券の

売買（有価証券等清算取次ぎによるものを除く。）

若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止の

処置を受けた会員について準用する。この場合に

おいて、第２項中「適当であると認めるときは、

出席した理事会の構成員の議決権の３分の２以

上の多数決により」とあるのは「適当であると認

めるときは」と読み替えるものとする。 

 

（法令により処分を受けた会員の措置） 

第５５条  会員が法令により業務の全部若しくは

一部の停止又は登録の取消しの処分を受けた場

合には、本所は、直ちに当該会員について、その

処分の内容に応じ、本所の市場における有価証券

の売買（有価証券等清算取次ぎによるものを除

く。）若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停

止若しくは制限を行い又は除名する。 

 

（清算資格の取消し等を受けた会員の有価証券の

売買の停止又は制限） 

第５５条の２ 本所は、会員がクリアリング機構

の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債

務の引受けの全部又は一部の停止の措置を受け

た場合には、当該措置の内容に応じ、当該会員

 

３  第１項の規定により会員権の停止を受けた会

員は、前項の規定による整理を行うために必要と

する限度において、本所の承認を受けて、本所の

市場における有価証券の売買を行うことができ

る。 

 

４・５ （略） 

 

（会員権の停止を受けた会員の復権） 

第５４条  （略） 

２・３ （略） 

４  前３項の規定は、第５２条の規定により、期

間を定めないで本所の市場における有価証券の

売買の停止の処置を受けた会員について準用す

る。この場合において、第２項中「適当であると

認めるときは、出席した理事会の構成員の議決権

の３分の２以上の多数決により」とあるのは「適

当であると認めるときは」と読み替えるものとす

る。 

 

 

（法令により処分を受けた会員の処分） 

第５５条  会員が法令により業務の全部若しくは

一部の停止又は登録の取消しの処分を受けた場

合には、本所は、直ちに当該会員について、その

処分の内容に応じ、本所の市場における有価証券

の売買の停止若しくは制限を行い又は除名する。 

 

 

 

 

 

（新設） 
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の本所の市場における有価証券の売買（有価証

券等清算取次ぎによるものを除く。以下この条

において同じ。）の停止又は制限を行う。 
２ 前項の会員は、第５３条に定めるところによ

る整理を行うために必要とする限度において、

本所の承認を受けて、本所の市場における有価

証券の売買等を行うことができる。 

 

（指定清算参加者が清算資格の取消し等を受けた

場合における非清算参加者の有価証券等清算取次

ぎの委託の停止又は制限） 
第５５条の３ 本所は、非清算参加者の指定清算

参加者がクリアリング機構の業務方法書に基づ

き清算資格の取消し又は債務の引受けの全部又

は一部の停止の措置を受けた場合には、当該措

置の内容に応じ、当該非清算参加者の本所の市

場における有価証券の売買に係る有価証券等清

算取次ぎの委託の停止又は制限を行う。 
２ 前項の非清算参加者は、第５７条の２に定め

るところによる整理を行うために必要とする限

度において、本所の承認を受けて、有価証券等

清算取次ぎの委託を行うことができる。 

 

（指定清算参加者を指定していない場合の措置） 

第５５条の４ 本所は、非清算参加者が指定清算

参加者の指定をしていない場合においては、当

該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託

を停止する。 

２ 前項の場合において、指定清算参加者が非清

算参加者との間における清算受託契約の解約に

より指定清算参加者でなくなったときは、同項

の規定にかかわらず、当該非清算参加者は、当

該非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託

に基づく取引及びこれに関する取引で未決済の

ものを解消するために必要とする限度におい

て、本所の承認を受けて、有価証券等清算取次

ぎの委託を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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３ 前項の場合においては、それまで指定清算参

加者であった者は、非清算参加者の有価証券等

清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関す

る取引で未決済のものの解消を行う範囲内にお

いて、なお当該非清算参加者の指定清算参加者

とみなす。 

 

（処分、処置又は措置の通知等） 

第５７条  本所は、この節の規定（第５５条の３

を除く。）に基づき、処分、処置又は措置（有

価証券の売買（有価証券等清算取次ぎによるも

のを除く。）若しくは有価証券等清算取次ぎの

委託の停止又は制限に限る。）を行ったときは

各会員に、その旨を通知する。 

２  本所がこの節の規定に基づき会員に対して行

った処分、処置又は措置が、本所の市場における

有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎによるも

のを除く。）又は有価証券等清算取次ぎの委託の

停止又は制限である場合には、当該会員は、本所

が定めるところにより、その旨をその店頭等に表

示しなければならない。 

 

（指定清算参加者が清算資格の取消し等を受けた

場合における非清算参加者に対する措置） 

第５７条の２ 本所は、非清算参加者である会員

に対し、第５５条の３の規定により、当該非清

算参加者の指定清算参加者がクリアリング機構

の業務方法書に基づき清算資格の取消し又は債

務の引受けの停止（支払不能等又は証券業の廃

止等に係る公告を行ったことによる債務の引受

けの停止に限る。）の措置を受けたことによる

有価証券等清算取次ぎの委託の停止の措置を行

った場合には、当該非清算参加者の有価証券等

清算取次ぎの委託に基づく取引及びこれに関す

る取引で未決済のものの他の取引参加者への引

継ぎその他当取引所が必要と認める整理を行わ

せることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（処分又は処置の通知及び店頭表示） 

第５７条  本所は、会員の処分又は処置を行った

ときは、その旨を各会員に通知する。 

 

 

 

 

２  本所が会員に対して行った処分又は処置が、

会員の本所の市場における有価証券の売買の停

止又は制限である場合には、当該会員は、本所が

定めるところにより、その旨を店頭に表示しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

（新設） 
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２ 第４８条第３項の規定は、前項の規定により

整理を行わせる場合に準用する。 

 

（本所の市場における有価証券の売買の停止又は

制限を受けた会員に対する措置） 

第５８条  本所が会員に対して行った処分、処置

又は措置が、本所の市場における有価証券の売

買若しくは有価証券等清算取次ぎの委託の停止

又は制限である場合（第４２条、第５３条又は

前条の適用がある場合を除く。）には、当該会

員は、本所の承認を受けて、その期間中、当該

会員の本所の市場における有価証券の売買又は

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引及び

これらに関する取引で未決済のものを、他の正

会員に引き継ぐことができる。 

 

（取引の信義則違反） 

第５９条  本章に規定する取引の信義則に反する

行為とは、次に掲げる行為その他の行為で、本所

の目的および組織にかんがみて、本所もしくは本

所の会員の信用を失墜し、または本所もしくは本

所の会員に対する信義に反する行為をいう。 

 （１）・（２）（略） 

（３）株券を買い集め、その銘柄の株券の大量

の所有者であることを利用して、その株券の

発行会社の関係者に対し、その意に反して、

当該株券を有利に売り付けること又はこれに

類似する行為を目的とする者の計算による当

該銘柄の株券の買付けの受託（有価証券等清

算取次ぎの受託を除く。）を行うこと。 

 

第９１条から第９４条 削 除 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（本所の市場における有価証券の売買の停止又は

制限を受けた会員の措置） 

第５８条  本所が会員に対して行った処分又は処

置が、会員の本所の市場における有価証券の売買

の停止又は制限である場合には、当該会員は、本

所の承認を受けて、その期間中、本所の市場にお

ける有価証券の売買及びこれに関する取引で未

決済のものを、他の正会員に引き継ぐことができ

る。 

 

 

 

 

（取引の信義則違反） 

第５９条  本章に規定する取引の信義則に反する

行為とは、次に掲げる行為その他の行為で、本所

の目的および組織にかんがみて、本所もしくは本

所の会員の信用を失墜し、または本所もしくは本

所の会員に対する信義に反する行為をいう。 

 （１）・（２） （略） 

 （３）株券を買い集め、その銘柄の株券の大量

の所有者であることを利用して、その株券の

発行会社の関係者に対し、その意に反して、

当該株券を有利に売り付けることまたはこれ

に類似する行為を目的とする者の直接または

間接の委託に応じて、その銘柄の株券の買付

けまたは買付けの取次ぎを行なうこと。 

 

第９１条及び第９２条 削 除 

 

（違約損失補償準備金による補償） 

第９３条  会員が、本所の市場における有価証券

の売買に関し締結した契約の不履行によって、

他の会員に損害を与えた場合で、その不履行に
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（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって被った他の会員の損害が、本定款及び業

務規程のすべての規定による弁済をもって完済

し得ないときは、本所は、違約損失補償準備金

の積立額の範囲内において、契約不履行者に代

わって、その完済し得ない損害額を補償するも

のとする。 

２  前項の規定による補償の範囲、金額、時期、

方法及び手続等は、理事会の決議により定める。 

３  第１項の規定により、本所が会員の損害を補

償したときは、本所は、その会員に代位し、決

済を履行しなかった会員に対して、求償権を有

するものとする。 

 

第９４条 削 除 

 

（違約損失補償準備金の積立て） 

第１０４条 第１５条及び第３９条第３項に規定

する特別会費並びに第９３条第３項の規定によ

り求償権を行使して取得した金額は、その徴収

又は取得の都度、当該金額に賦課される税額相

当額（当該金額に賦課される計算上の税額をい

う。）を控除して、違約損失補償準備金に繰り

入れるものとする。 

２ 毎事業年度における違約損失補償準備金の累

積限度額は、当該事業年度及び当該事業年度開

始の日前５年以内に開始した各事業年度のう

ち、次の各号に掲げる金額の合計額が最も多い

こととなる事業年度の当該合計金額の１００分

の９に相当する金額（当該金額が昭和３９年３

月３１日現在における違約損失補償準備金の積

立額の１００分の８０に相当する金額を超える

ときは、当該１００分の８０に相当する金額）

とする。 

（１）当該事業年度の各月の最終立会日及びその

直前の３立会日における普通取引の売買代金

の合計額の月割平均額 

（２）当該事業年度の各月の最終立会日における
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（違約損失補償準備金による補償） 

第１０４条 本所の市場における有価証券の売買

の安全を図るために積み立てた違約損失補償準

備金は、クリアリング機構との損失補償契約に

関する契約に基づいてのみ支出するものとす

る。 

 

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 

第１１０条 第８条、第１４条第３項、第３４条

第１項、第３５条、第３６条の２及び第９０条

に規定する有価証券の売買に係る有価証券等清

算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを

委託する会員を当該有価証券の売買を行う者と

みなしてこの規程を適用する。 

２ 第８条２項に規定する有価証券の売買に係る

有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについて

は、有価証券等清算取次ぎを委託する会員を当

該有価証券の売買の取次ぎを行う者とみなして

この規程を適用する。 

３ 第３４条第１項に規定する貸借取引に係る有

当日決済取引の売買代金の月割平均額 

（３）当該事業年度の各月の最終立会日において

会員が行っている発行日決済取引の売付けの

数量と買付けの数量とのうちいずれか多い方

の数量から少ない方の数量を控除した数量を

会員ごとに計算した場合における当該数量の

合計数量の２分の１に相当する数量を同日に

おける清算値段に乗じて算出した金額（同日

において発行日決済取引として上場されてい

る有価証券の銘柄が２以上ある場合には、銘

柄ごとに計算した金額の合計額）の月割平均

額の９分の１５に相当する金額 

３ 違約損失補償準備金の積立額が前項により算

出した当該事業年度における累積限度額を超え

るに至ったときの当該超過額は、本所の収入に

戻し入れなければならない。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清

算取次ぎを委託する会員を当該貸借取引を行う

者とみなしてこの規程を適用する。 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１５年１月１４日から

施行する。ただし、第５５条の４の改正規定は

同年１月１０日から施行する。 

２ 会員は、この改正規定施行の日（以下「施行

日」という。）において清算資格を取得する予

定である場合には、平成１５年１月７日までに

本所の定めるところにより本所に届出を行うも

のとする。 

３ 会員は、施行日において他社清算参加者と清

算受託業務を締結する場合には、第３７条の６

に規定する届出を平成１５年１月７日までに行

うものとする。 

４ 会員が前２項に規定する届出を行わなかった

場合には､本所は、当該会員の本所の市場におけ

る有価証券の売買（有価証券等清算取次ぎによ

るものを除く。）若しくは有価証券等清算取次

ぎの委託を停止する。 

５ 本所は、前項の規定により有価証券の売買の

停止又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止を

行った場合には、当該会員の本所の市場におけ

る有価証券の売買で未決済のものの他の会員へ

引継ぎその他本所が必要と認める整理を行わせ

ることができる。 

６ 施行日の前日において本所の会員が、施行日

において非清算参加者となり、他社清算参加者

を指定清算参加者として指定する場合には、当

該非清算参加者となる者の本所の市場における

有価証券の売買で未決済のものを、施行日にお

いて、当該他社清算参加者が引き継ぐものとす

る。 
 

  
 



 

- 18 - 

業務規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的） 

第１条  この規程は、定款第８８条の規定に基づ

き、本所の市場における有価証券の売買等に関し

必要な事項を定める。 

（削る） 

 

 

 

（清算・決済規程等） 

第１条の２ 本所の市場における有価証券の売買

等に係る清算及び決済に関する事項は、清算・

決済規程をもって定める。 

２  有価証券の上場、上場廃止及び上場有価証券

の管理その他の上場有価証券に関する事項は、

有価証券上場規程をもって定める。 

 

（売買の種類） 

第８条  （略） 

２ 当日決済取引は、売買契約締結の日に決済を

行うものとする。 

 

 

 

３～６ （略） 

 
 

第９条 削 除 

 

 

 

（呼値） 

第１４条  （略） 

２～９ （略） 

１０ 当日決済取引の呼値は、同一の正会員が売

（目的） 

第１条  この規程は、定款第８８条の規定に基づ

き、本所の市場における有価証券の売買等に関し

必要な事項を定める。 

２  有価証券の上場、上場廃止及び上場有価証券

の管理その他の上場有価証券に関する事項は、有

価証券上場規程をもって定める。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（売買の種類） 

第８条  （略） 

２ 当日決済取引は、売買契約締結の日に決済を

行うものとする。ただし、当事者が合意すると

きは、その翌日（休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。以下同じ。）に限り決済を繰り延

べることができる。 

３～６ （略） 

 

（特別会員を相手方とする売買） 

第９条 前条の規定にかかわらず、正会員と特別

会員との間で行われた売買の決済等に関し必要

な事項については、本所が規則により定める。 

 

（呼値） 

第１４条  （略） 

２～９ （略） 

（新設） 
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呼値とそれに対当させるための買呼値を同時に

行うことによって行うものとする。 

１１ （略） 
 
（利子の日割計算） 

第２７条  利付債券及び利付新株予約権付社債券

等の売買については、その利札面に記載する利

子から税額相当額として本所が定める額を差し

引いた額を、日割をもって計算し、その売買の

決済日までの分（以下「経過利子」という。）

を、売買代金に加算するものとする。ただし、

その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日

に当たるときは、経過利子を売買代金に加算し

ないものとし、この場合においては、利札の授

受を行わないものとする。 

２  （略） 

 
（過誤訂正等のための売買） 

第２９条  正会員は、顧客の注文を真にやむを得

ない事由による過誤等により､委託の本旨に従

って本所の市場において執行することができな

かったときは、本所が定めるところにより、あ

らかじめ本所の承認を受け、当該承認に係る有

価証券の売付け又は買付けを、本所が適当と認

める値段により、自己がその相手方となって売

買立会及び立会外分売によらずに執行すること

ができる。 

２  （略） 

 

第５章及び第６章  削 除 

 

 

第３６条から第５２条まで 削 除 

 

 

 

 

 

 

１０ （略） 

 

（利子の日割計算） 

第２７条  利付債券及び利付新株予約権付社債券

等の売買については、その利札面に記載する利

子から税額相当額として本所が定める額を差し

引いた額を、日割をもって計算し、その売買の

決済日までの分（以下「経過利子」という。）

を、売買代金に加算するものとする。ただし、

その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日

に当たるときは、経過利子を売買代金に加算し

ないものとし、この場合においては、渡方会員

は、利札の引渡しを行わないものとする。 

２  （略） 

 

（過誤訂正等のための売買） 

第２９条  正会員は、顧客の注文を真にやむを得

ない事由による過誤等により､委託の本旨に従

って本所の市場において執行することができな

かったときは、本所が定めるところにより、あ

らかじめ本所の承認を受け、当該承認に係る有

価証券の売付け又は買付けを、本所が適当と認

める値段により、自己がその相手方となって売

買立会によらずに執行することができる。 

 

２  （略） 

 

第５章 売買の決済 

 

（決済時限） 

第３６条  売買の決済時限は、次の各号に定める

ところによる。 

 （１）平日  午後３時 

 （２）半休日 午後２時 

２  本所は、必要があると認めるときは、前項の
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決済時限を臨時に変更することができる。この場

合においては、あらかじめその旨を会員に通知す

る。 

 

（決済のために授受する金銭及び有価証券） 

第３７条  会員が売買の決済のために授受する金

銭の額及び有価証券の数量は、次の各号に定める

ところによる。 

（１）普通取引、発行日決済取引及び第３０条に

規定する立会外分売に係る売買（それぞれの

売買に係る第２９条に規定する過誤訂正等の

ための売買を含む。第３８条において同じ。） 

   決済日を同一とする同一会員の総売付代金

と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの有価証

券の売付数量と買付数量の差引数量 

（２）当日決済取引（第２９条に規定する過誤訂

正等のための売買を含む。第３８条において

同じ。） 

売買契約締結ごとの売買代金の額及び有価

証券の数量 

 

（売買の決済方法） 

第３８条  売買の決済に係る金額の授受は、本所

が金銭を受領する会員（以下「受領会員」とい

う。）に代わって、金銭を支払う会員から金銭

を受領し、当該金銭を各受領会員に交付するこ

とにより行う。この場合における金銭の受払に

ついては、本所が定めるところによるものとす

る。 

２ 売買の決済に係る有価証券の授受は、次の各

号に定めるところにより行う。 

（１）機構取扱株券及び転換社債型新株予約権付

社債券の売買 

   本所が指定する相手方（当日決済取引につ

いては、当該売買契約を締結した相手方。次

号において同じ。）との間において、保管振

替機構における口座の振替により行うものと
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（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、本所が、受方会員に代わって保管振替機

構に開設された渡方会員の口座から本所の口

座に振替を受け、本所の口座から受方会員の

口座へ振り替えるものとする。この場合にお

ける渡方会員の口座から本所の口座への振替

請求は、本所が渡方会員に代わって保管振替

機構に対して行うものとし、本所の口座から

受方会員の口座への振替請求は、本所が保管

振替機構に対して行うものとする。 

（２）前号以外の売買 

   本所が指定する相手方との間において、有

価証券を授受することにより行う。 

 

（決済物件の制限） 

第３８条の２  上場会社の株式の併合に伴い株式

数が読み替えられる株券については、当該併合

の効力発生の日以後、当該上場会社の株券の売

買の決済物件として取り扱わないものとする。 

 

（有価証券の組合せ） 

第３９条  渡方会員が、第３８条第２項第２号に

掲げる売買の決済のために引き渡す有価証券の

券種の組合せについては、本所が定めるところに

よるものとする。 

 

（旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い） 

第４０条  旧株券と新株券との双方が既に上場さ

れているか又はその一方が既に上場され他の一

方が新たに上場されることとなった場合で、その

権利義務が同一となり、両者を併合して売買を行

うこととなった場合には、当該売買開始の日以降

に到来する決済については、これらを同一に取り

扱うものとする。 

２  前項の規定にかかわらず、発行日決済取引の

決済については、旧株券をもってこれに代えるこ

とができない。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（吸収合併の場合の決済物件） 

第４１条  上場会社が他の上場会社若しくは他の

証券取引所に株券が上場されている非上場会社

又は日本証券業協会に株券が登録されている非

上場会社を吸収合併する場合において、被併合

会社（会社以外の法人を含む。以下この条にお

いて同じ。）株式１株に対して１株の数の新株

式が割り当てられるとき、又は被合併会社株式

１株に対して１株を超える数の新株式が割り当

てられるときは、合併登記日の翌日以降におけ

る当該上場会社の株券の売買の決済（旧株券と

新株券の双方が上場されている場合は、新株券

の売買の決済）については、本所が定める期間

に限り、本所が定めるものを決済物件として取

り扱うことができる。 

 

（商号変更の場合の決済物件） 

第４１条の２ 上場会社が商号変更（名称変更を

含む。以下同じ。）を行う場合の商号変更日以

降の当該上場会社の株券の売買については、本

所が定める期間に限り、本所が定めるものを決

済物件として取り扱うことができる。 

 

（有価証券引渡票による決済） 

第４２条  渡方会員は、普通取引につき、やむを

得ない事由によって第３８条第２項及び第３項

に規定する有価証券の授受を行うことができな

い場合において、本所にその事由をそ明し、かつ、

受方会員の承認を受けたときは、有価証券引渡票

を受方会員に交付することにより、当該普通取引

に係る有価証券の決済を行うことができる。 

２  前項のほか、普通取引以外の売買の決済につ

いて、本所が特に必要があると認めた場合は、渡

方会員は、受方会員の承認を受けて、有価証券引

渡票を交付することにより、当該売買に係る有価

証券の決済を行うことができる。 

３  有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の決済
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は、有価証券引渡票発行の日から起算して５日

目（新株引受権証書については２日目）の日（以

下「有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の決

済期限」という。）までに本所を通じて行うも

のとする。ただし、当該有価証券引渡票発行の

日から有価証券引渡票に係る有価証券の貸借の

決済期限までの間に次の各号に掲げる日が到来

する場合の有価証券引渡票に係る有価証券の貸

借の決済は、受方会員の承諾を受けたときを除

き、当該各号に掲げる日の前日（当該各号に掲

げる日が休業日に当たるときは２日前（休業日

を除外する。）の日）までに行わなければなら

ない。 

（１）株主（優先出資者を含む。）の権利を確保

するための株主名簿（優先出資者名簿を含

む。）閉鎖開始日の前日等の日 

（２）優先株の発行者の定める転換条件の変更が

行われる日及び転換社債型新株予約権付社債

券の発行者の定める行使条件の変更が行われ

る日の前日 

（３）期中償還請求権が付されている転換社債型

新株予約権付社債券の期中償還請求期間満了

の日 

（４）機構取扱株券（優先出資証券を除く。）の

発行者が営業年度を１年とする会社である場

合（商法第２９３条の５第１項の規定により

定款をもって営業年度中の一定の日を定めて

いる場合を除く。）において、各営業年度の

開始の日から起算して６か月を経過した日 

（５）利付転換社債型新株予約権付社債券の利払

期日の前日 

（６）転換社債型新株予約権付社債券の抽選償還

の当選番号発表日の前日 

４  前３項のほか、有価証券引渡票に関し必要な

事項については、本所が規則により定める。 

 

（抽選償還に係る受渡有価証券の引換え） 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

第４３条  抽選により償還されることが確定して

いる債券又は新株予約権付社債券等（転換社債型

新株予約権付社債券を除く。）が、当該当選番号

発表の日以降、売買の決済のために用いられた場

合において、受方会員は、本所が定める規則によ

り、その相手方会員に当該銘柄の他の債券又は新

株予約権付社債券等との引換えを請求すること

ができる。 

 

（事故証券の処理） 

第４４条  売買の決済に関し用いられた有価証券

について、事故が発見された場合には、本所が定

める規則により本所を通じて処理するものとす

る。 

 

第４５条  削 除 

 

（システム障害時等における決済日の繰延べ） 

第４５条 本所は、売買の決済(第４２条第３項に

規定する貸借の決済を含む。以下この条及び次

条において同じ。)を行うために必要な本所又は

本所以外の機関が設置するシステムの稼働に支

障が生じた場合その他やむを得ない事由によ

り、当該システムを利用して売買の決済を行う

ことが不可能又は困難であると認める場合は、

当該決済の全部又は一部につき決済日をその翌

日以降に繰延べることができる。この場合にお

いては、あらかじめその旨を会員に通知する。 

２ 前項に規定する決済日の繰延べに関し必要な

事項は、本所がその都度定める。 

 

（決済不履行の場合における処置） 

第４６条  本所は、会員が売買の決済を履行しな

いとき又はそのおそれがあると認めるときは、本

所が必要と認める期間、当該会員に対し、売買の

停止並びに本所を通じて受けるべき有価証券及

び金銭の全部又は一部の引取りの停止の処置を
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（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行う。 

２  本所は、会員が売買の決済を履行しない場合

において、本所が指定する他の正会員をして、当

該不履行の処理に必要な有価証券の売付け又は

買付けを行わせることができる。 

３  本所は、第１項の規定により引取りを停止し

た有価証券及び金銭については、売買の決済の不

履行の弁済に充当することができる。 

４  第１項の規定により売買を停止された会員

は、本所の承認を受けて、その期間中、売買及び

これに関する取引で未決済のものを、他の正会員

に引継ぐことができる。 

 

第６章 発行日決済取引の計算及び売買証拠金等 

 

（決済日に授受する金銭の額及び有価証券の数量

の算定） 

第４７条  本所は、発行日決済取引につき、会員

ごとに銘柄別に売買契約期間中における毎日の

売買株数及び売買約定代金を加算して、総売付株

数又は総買付株数及び総売付代金又は総買付代

金を算出して、決済日において授受する金銭の額

及び有価証券の数量を算定するものとする。 

 

（売買証拠金） 

第４８条  会員は、発行日決済取引による売付け

又は買付けが成立したときは、本所が定める規則

により算出した額以上の売買証拠金を売買契約

締結の日から起算して４日目の日の正午までに、

本所に預託するものとする。ただし、当該銘柄の

売付け又は買付けに対当する買付け又は売付け

がある場合においては、その総売付数量と総買付

数量との差引数量につき算出した額の売買証拠

金の預託があれば足りるものとする。 

２  会員は、前項の売買証拠金の額につき、相場

の変動により増額となるときは、当該増加額以上

の売買証拠金を変更計算が生じた日から起算し
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（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

て４日目の日の正午までに、本所に預託するもの

とする。 

 

（売買証拠金代用有価証券） 

第４９条  会員は、前条の売買証拠金につき、本

所が定める規則に従い、有価証券をもって代用差

入れすることができる。 

 

（計算上の損失額） 

第５０条  本所は、発行日決済取引につき会員ご

とに、銘柄別の総売付代金又は総買付代金と当日

の最終値段（本所が定めるところにより特別気配

表示が行われているとき又は表示した気配値段

があるときは、当該最終特別気配値段又は気配値

段（以下この条において「気配等」という。）を

含むものとし、当日に成立した約定値段（気配等

を含む。）がない場合は、前日の最終値段（気配

等を含む。）とする。）を総売付株数又は総買付

株数に乗じて得た金額とを比較し、総売付及び総

買付に係る損益を総合して計算を行い、損勘定と

なる会員は当該損失額に相当する金額（以下「計

算上の損失額」という。）を本所に預託するもの

とする。 

２  会員は、前項の計算上の損失額を当該損失計

算が生じた日から起算して４日目の日の正午ま

でに本所に預託するものとする。 

３  第１項の計算上の損失額については、前条の

規定を準用する。 

 

（発行日決済取引の売買契約の解消等） 

第５１条  本所は、発行日決済取引につき、当該

株券の発行条件が変更される場合又はその決済

期日までに当該株券が発行されない場合若しく

は発行されないと認められる場合には、当該発行

日決済取引の決済物件若しくは決済期日の変更

又は売買契約の解消に関する措置を行うことが

できる。 
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（削る） 

 

第７章 売買に関する制約等 

 

（総売買高等の通知及び公表） 

第６２条  （略） 

 

（有価証券取扱責任者及び有価証券取扱者） 

第６６条  会員は、信認金を有価証券をもって代

用する場合の当該有価証券の授受（第２項及び

第５項において同じ。）を、次項の規定により

選任した有価証券取扱責任者又は第３項の規定

により選任した有価証券取扱者によって行わな

ければならない。 

 

２ 会員は、信認金を有価証券をもって代用する

場合の当該有価証券の授受に関する業務の統括

に当たらせるため、本所の承認を受けて、その

役員又は従業員のうちから有価証券取扱責任者

１人を選任しなければならない。 

３・４ （略） 

５  有価証券取扱責任者及び有価証券取扱者が、

信認金を有価証券をもって代用する場合の当該有

価証券の授受を行う場合には、本所が交付する有

価証券取扱責任者又は有価証券取扱者の資格を証

する書面を着用していなければならない。 

６ （略） 

 

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 

第６９条  有価証券の売買に係る有価証券等清算

取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委

託する会員を当該有価証券の売買を行う者とみ

なしてこの規程（第５３条及び第５４条を除

く。）を適用する。 

２ 有価証券の売買に係る有価証券等清算取次ぎ

の委託の取次ぎについては、有価証券等清算取

 

第５２条  削 除 

 

第７章 売買に関する制約 

 

（正会員等への通知及び公表） 

第６２条  （略） 

 

（有価証券取扱責任者及び有価証券取扱者） 

第６６条  会員は、本所における取引の決済に係

る有価証券の授受（信認金及び売買証拠金を有

価証券をもって代用する場合の当該有価証券の

授受を含む。第２項及び第５項において同じ。）

を、次項の規定により選任した有価証券取扱責

任者又は第３項の規定により選任した有価証券

取扱者によって行わなければならない。 

２ 会員は、本所における取引の決済に係る有価

証券の授受に関する業務の統括に当たらせるた

め、本所の承認を受けて、その役員又は従業員

のうちから有価証券取扱責任者１人を選任しな

ければならない。 

３・４ （略） 

５  有価証券取扱責任者及び有価証券取扱者が、

本所における取引の決済に係る有価証券の授受

を行う場合には、本所が交付する有価証券取扱

責任者又は有価証券取扱者の資格を証する書面

を着用していなければならない。 

６ （略） 

 

 

（新設） 
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次ぎを委託する会員を当該有価証券の売買の取

次ぎを行う者とみなして、第１４条第１項第３

号及び第４号の規定を適用する。 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１５年１月１４日から

施行する。ただし、第８条の改正規定は同年１

月１０日から施行する。 

２ この改正規定施行の際現に発行されている有

価証券引渡票に係る貸借の決済については、な

お従前の例による。 
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清算・決済規程 

 
第１章 総則 

 
（目的） 

第１条 この規程は、業務規程第１条の２第１項の規定に基づき、本所の市場における有価証券の

売買に係る清算及び決済に関して必要な事項を定める。 

 

（用語の意義） 

第２条 この規程において使用する有価証券の売買に係る用語（株券を除く。）の意義は、この規

程に別に定める場合を除き、業務規程、日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関

する有価証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例並びに立会

外取引に関する業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例（以下「立会外取引

特例」という。）において定めるところによるものとする。 

 

（有価証券債務引受業等を行う者の指定等） 

第３条  本所は、本所の市場において成立した有価証券の売買に関し、有価証券債務引受業等を行

わせる証券取引清算機関として、株式会社日本証券クリアリング機構（以下「クリアリング機構」

という。）を指定する。 

  

第２章 清算参加者の決済 

 

（清算参加者の決済） 

第４条 本所の市場において成立した有価証券の売買の決済は、クリアリング機構の業務方法書の

定めるところにより清算参加者（クリアリング機構の清算資格を有する者をいう。）とクリアリ

ング機構との間で行う。 

 

第３章 非清算参加者と清算参加者との間の有価証券の売買に係る決済 

 

（受渡時限） 

第５条 非清算参加者（定款第３７条の２に規定する非清算参加者をいう。以下同じ。）は、有価

証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買について、クリアリング機構が定める決済時限

までの指定清算参加者（当該非清算参加者が定款第３７条の４の規定により指定した他社清算参

加者（クリアリング機構の業務方法書に規定する他者清算参加者をいう。）をいう。以下同じ。）

が指定する日時までに、引き渡すべき有価証券又は支払うべき金銭を指定清算参加者に交付する

ものとする。 

 

（決済のために授受する金銭及び有価証券） 
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第６条 有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買の決済のために非清算参加者と指

定清算参加者との間で授受する金銭の額及び有価証券の数量は、次の各号に定めるところによる。 

（１）普通取引、発行日決済取引、立会外分売に係る売買及び立会外取引特例第５条第２号に規定

する日に決済を行う立会外取引（それぞれの取引に係る過誤訂正等のための売買を含む。）に

係る決済 

   決済日を同一とする同一非清算参加者の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの

有価証券の売付数量と買付数量の差引数量 

（２）当日決済取引及び立会外取引特例第５条第１号に規定する日に決済を行う立会外取引（それ

ぞれの取引に係る過誤訂正等のための売買を含む。）の決済 

   決済日を同一とする同一非清算参加者の総売付代金と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの

有価証券の売付数量と買付数量の差引数量 

 

（決済物件の制限） 

第７条 株式の併合に伴い株式数が読み替えられる株券については、当該併合の効力発生の日以後、

決済物件として取り扱わないものとする。 

２ 前項の規定は、受益証券について準用する。 

 

（有価証券の組合せ） 

第８条 非清算参加者が、指定清算参加者に引き渡す有価証券の券種の組合せについては、本所が

定めるところによるものとする。 

 

（旧株券と新株券の銘柄併合時の取扱い） 

第９条 株券（優先出資証券及び受益証券を含む。以下この条において同じ。）について、旧株券

と新株券との双方が既に上場されているか又はその一方が既に上場され他の一方が新たに上場

されることとなった場合で、その権利義務が同一となり、両者を併合して売買を行うこととなっ

た場合には、当該売買開始の日以降に到来する決済については、これらを同一に取り扱うものと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、発行日決済取引の決済については、旧株券をもってこれに代えるこ

とができない。 

 

（吸収合併の場合の決済物件） 

第１０条 上場会社が他の上場会社若しくは他の証券取引所に株券が上場されている非上場会社

又は日本証券業協会に株券が登録されている非上場会社を吸収合併する場合において、被合併会

社株式１株に対して１株の数の新株式が割り当てられるとき、又は被合併会社株式１株に対して

１株を超える数の新株式が割り当てられるときは、合併登記日の翌日（休業日に当たるときは、

順次繰り下げる。以下同じ。）以降における当該上場会社の株券の売買の決済（旧株券と新株券

の双方が上場されている場合は、新株券の売買の決済）については、本所が定める期間に限り、

本所が定めるものを決済物件として取り扱うことができる。 
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２ 前項の規定は、優先出資証券について準用する。 

 

（商号変更の場合の決済物件） 

第１１条 上場会社が商号変更を行う場合の商号変更日以降の株券の売買の決済については、本所

が定める期間に限り、本所が定めるものを決済物件として取り扱うことができる。 

２ 前項の規定は、優先出資証券の発行者が名称変更を行った場合の当該優先出資証券、及び投資

信託の名称変更が行われた場合の受益証券について、それぞれ準用する。 

 

（有価証券の決済の繰延べ） 

第１２条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく有価証券の売買についてやむを

得ない事由によって第５条に規定する受渡時限までに有価証券の引渡しを行うことができない

場合において、指定清算参加者の承諾を受けたときは、本所の定めるところにより、当該有価証

券の引渡しを翌日に繰り延べることができる。 

 

（発行日決済取引の清算値段） 

第１３条 発行日決済取引の清算値段は、クリアリング機構が、発行日取引の清算値段として定め

る値段とする。 

 

（発行日決済取引の約定値段と清算値段との差額の支払い） 

第１４条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引について、約定

値段と売買契約締結の日の清算値段とを比較して差額を生じたときは、その差額に相当する金銭

を指定清算参加者との間で授受するものとする。この場合において、金銭を支払う非清算参加者

は、当該差額に相当する金銭を、クリアリング機構が定める決済時限までの指定清算参加者が指

定する日時までに、当該指定清算参加者に交付するものとする。 

 

（発行日決済取引の清算値段間の差額の支払い） 

第１５条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引について、当該

日の清算値段と前日（休業日に当たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）の清算値段とを比

較して差額を生じたときは、その差額に相当する金銭を指定清算参加者との間で授受するものと

する。この場合において、金銭を支払う非清算参加者は、当該差額に相当する金銭を、クリアリ

ング機構が定める決済時限までの指定清算参加者が指定する日時までに、当該指定清算参加者に

交付するものとする。 

 

（発行日決済取引の決済値段） 

第１６条 発行日決済取引の決済値段は、当該発行日決済取引の最終日の清算値段とする。 

 

（発行日決済取引の売買証拠金） 

第１７条 非清算参加者は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引が成立したとき
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は、本所が定めるところにより算出した額以上の売買証拠金を売買契約締結の日から起算して４

日目（休業日を除外する。以下日数計算において同じ。）の日の正午までの指定清算参加者が指

定する日時までに、当該指定清算参加者に預託するものとする。ただし、当該銘柄の売付け又は

買付けに対当する買付け又は売付けがある場合においては、その総売付数量と総買付数量との差

引数量につき算出した額の売買証拠金の預託があれば足りるものとする。 

２ 前項の売買証拠金は、本所が定める規則に従い、有価証券をもって代用差入れすることができ

る。 

 

第４章 雑則 

 

（発行日決済取引の売買契約の解消等） 

第１８条 本所は、有価証券等清算取次ぎの委託に基づく発行日決済取引につき、その対象株券の

発行条件が変更される場合又はその決済期日までに当該対象株券が発行されない場合若しくは

発行されないと認められる場合には、当該発行日決済取引に係る非清算参加者の決済について決

済物件若しくは決済期日の変更又は売買契約の解消に関する措置を行うことができる。 

２ 前項の規定は、新株引受権証書、優先出資証券及び優先出資引受権証書について準用する。 

 

付  則 

１ この規程は、平成１５年１月１４日から施行する。 

２ この改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）にクリアリング機構の清算資格を取得す

る会員は、当該会員の本所の市場における有価証券の売買で施行日において未決済のものについ

て、クリアリング機構の定めるところによりその決済を行う。 
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信用取引及び貸借取引規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

信用取引・貸借取引規程 

 

（制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁

止） 

第７条 正会員は、株券（優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券をいう。）を

含む。）のうち制度信用取引を行うことができる

銘柄（以下｢制度信用銘柄｣という。）以外の銘柄

について、制度信用取引を行ってはならない。 

 

２ （略） 

 

 

（貸借取引の制限） 

第１１条  正会員は、制度信用取引に基づく普通

取引に係る決済又は自己の信用売り若しくは信用

買いに係る普通取引に係る決済以外のために貸借

取引を行ってはならない。 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（貸借取引に係る決済） 

第１２条  貸借取引（有価証券等清算取次ぎによ

るものを含む。）に係る金銭又は有価証券の借入

れ及び返済並びに担保としての当該借入金に係る

買付有価証券又は当該借入有価証券に係る売付代

金の差入れ及び返戻は、株式会社日本証券クリア

信用取引及び貸借取引規程 

 

（制度信用銘柄以外の銘柄の制度信用取引の禁

止） 

第７条 正会員は、株券（優先出資証券（協同組

織金融機関の発行する優先出資証券をいう。）

を含む。以下同じ。）のうち制度信用取引を行

うことができる銘柄（以下｢制度信用銘柄｣とい

う。）以外の銘柄について、制度信用取引を行

ってはならない。 

２ 制度信用銘柄の選定は、本所が定める規則に

より行う。 

 

（貸借取引の制限） 

第１１条  正会員は、制度信用取引に基づく普通

取引の決済又は自己の信用売り若しくは信用買

いに係る普通取引の決済以外のために貸借取引

を行ってはならない。 

 

（自己の信用売り又は信用買いの決済期限） 

第１２条  正会員は、自己の信用売り又は信用買

いに係る普通取引を行った場合は、売買成立の

日の６か月目の応当日（応当日がないときはそ

の月の末日とし、応当日が休業日に当たるとき

は順次繰り上げる。）から起算して４日目（休

業日を除外する。）の日までに当該信用売り又

は信用買いの決済を行わなければならない。 

 

（貸借取引の決済等） 

第１３条  貸借取引に係る金銭又は有価証券の借

入れ及び返済並びに担保としての当該借入金に

係る買付有価証券又は当該借入有価証券に係る

売付代金の差入れ及び返戻は、本所を通じて行

うものとする。 
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リング機構の業務方法書に定めるところによるも

のとする。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  前項の金銭の借入れ及び返済並びに担保とし

ての売付代金の差入れ及び返戻は、本所が金銭

を受領する会員及び指定証券金融会社（以下「受

領者」という。）に代わって、金銭を支払う会

員及び指定証券金融会社（以下「支払者」とい

う。）から金銭を受領し、当該金銭を受領者に

交付することにより行う。この場合における金

銭の受払いは、次の各号に定めるところにより

行うものとする。 

（１）受領者に交付する小切手は、本所が振り出

すものとする。 

（２）支払者が小切手をもって本所に振り込む場

合には本所が受入れを認めた銀行のものとす

る。ただし、本所が定める額の範囲内の小切

手については、銀行の支払保証のあるもので

あることを要しない。 

３  第１項の有価証券の借入れ及び返済並びに担

保としての買付有価証券の差入れ及び返戻は、

次の各号に定めるところにより行う。 

（１）株式会社証券保管振替機構（以下「保管振

替機構」という。）が保管振替業において取

り扱う内国法人の発行する株券（以下「機構

取扱株券」という。） 

会員と指定証券金融会社との間において保

管振替機構における口座の振替により行うも

のとし、本所が、受方に代わって保管振替機

構に開設された渡方の口座から本所の口座に

振替を受け、本所の口座から受方の口座へ振

り替えるものとする。この場合における渡方

の口座から本所の口座への振替請求は、本所

が渡方に代わって保管振替機構に対して行う

ものとし、本所の口座から受方の口座への振

替請求は、本所が保管振替機構に対して行う

ものとする。 

（２）機構取扱株券以外の有価証券 
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第４章 雑則 

 

（自己の信用売り又は信用買いの決済期限） 

第１３条  正会員は、自己の信用売り又は信用買

いに係る普通取引を行った場合は、売買成立の日

の６か月目の応当日（応当日がないときはその月

の末日とし、応当日が休業日に当たるときは順次

繰り上げる。）から起算して４日目（休業日を除

外する。）の日までに当該信用売り又は信用買い

の決済を行わなければならない。 

 

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 

第１４条  有価証券の売買に係る有価証券等清算

取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委

託する会員を当該有価証券の売買を行う者と、

貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについて

は、有価証券等清算取次ぎを委託する会員を当

該貸借取引を行う者とみなしてこの規程（第１

２条を除く。）を適用する。 

 

付  則 
この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

会員と本所が指定する相手方との間におい

て、有価証券を授受することにより行うもの

とする。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的） 

第１条 この規程は、業務規程第１条の２第２項

の規定に基づき、有価証券の上場、上場廃止及

び上場有価証券の管理その他上場有価証券に関

する必要な事項を定める。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、業務規程第１条第２項の規

定に基づき、有価証券の上場、上場廃止及び上

場有価証券の管理その他上場有価証券に関する

必要な事項を定める。 
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受託契約準則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的） 
第１条   証券会員制法人  福岡証券取引所（以下
「取引所」という。）の開設する取引所有価証

券市場における有価証券の売買（有価証券等清

算取次ぎを除く。）の受託に関する契約につい

ては、この準則の定めるところによる。 
２  （略） 
 
（当日決済取引における顧客の受渡時限） 

第７条  当日決済取引における有価証券の売買の

委託については、顧客は、売買成立の日（会員

と顧客が合意するときは、その翌日）における

会員と顧客との合意により定める時限までに、

売付有価証券又は買付代金を正会員に交付する

ものとする。 
 
（普通取引における顧客の受渡時限） 

第８条  （略） 

２ ～４ （略） 

５ 前３項の規定にかかわらず、正会員が受託に

際して別に取引所が指定する証券取引清算機関

が定める決済時限までの間の日時を指定した場

合には、顧客は、その日時までに、売付有価証

券又は買付代金を正会員に交付するものとす

る。 

 

（発行日決済取引における顧客の受渡時限） 

第１０条 （略） 
２ 前項の規定にかかわらず、正会員が受託に際

して別に取引所が指定する証券取引清算機関が

定める決済時限までの間の日時を指定した場合

には、顧客は、その日時までに、売付有価証券

又は買付代金を正会員に交付するものとする。 
 

（目的） 
第１条   証券会員制法人  福岡証券取引所（以下
「取引所」という。）の開設する取引所有価証

券市場における有価証券の売買の受託に関する

契約については、この準則の定めるところによ

る。 
２  （略） 
 

（当日決済取引における顧客の受渡時限） 

第７条  当日決済取引における有価証券の売買の

委託については、顧客は、売買成立の日におけ

る取引所の決済時限の３０分前までに、売付有

価証券又は買付代金を正会員に交付するものと

する。 

 

 

（普通取引における顧客の受渡時限） 

第８条  （略） 

２ ～４ （略） 

５ 前３項の規定にかかわらず、正会員が取引所

の定める時限までに前３項の売買を取引所を通

じて決済するために必要と認めて、受託に際し

て別に日時を指定した場合には、顧客は、その

日時までに、売付有価証券又は買付代金を正会

員に交付するものとする。 

 

（発行日決済取引における顧客の受渡時限） 

第１０条 （略） 

（新設） 
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利子の日割計算） 

第１１条  債券（新株予約権付社債券等（新株予

約権付社債券並びに同時に募集され、かつ、同

時に割り当てられた社債券及び新株予約権証券

であって、一体で売買するものとして上場され

たものをいう。以下同じ。）を除く。以下同じ。）

の売買のうち利付債券の売買並びに利付新株予

約権付社債券等の売買については、額面総額に

その有価証券の利率を乗じて得た額（以下「利

子」という。）から税額相当額として取引所が

定める額を差し引いた額を、日割をもって計算

し、その売買の決済日までの分（以下「経過利

子」という。）を、売買代金に加算して授受す

るものとする。ただし、その売買の決済日が、

当該有価証券の利払期日に当たるときは、経過

利子を売買代金に加算しないものとし、この場

合においては、売付顧客は、利札の引渡しを行

わないものとする。 
 
 
２ （略） 
 
（有価証券引渡票の交付を受けた場合の措置） 

第１２条  正会員は、委託に基づく有価証券の買
付けに係る決済に際し、買付有価証券に代えて

有価証券引渡票の交付を受けた場合において、

買付顧客の承諾を受けたときは、当該買付有価

証券の顧客への引渡しを延期することができ

る。 
 

（引渡有価証券の券種及び組合せ） 

第１３条  正会員に売付けの委託をした顧客が、

その決済のために引き渡す有価証券は、次の各

号に定めるところによるものとし、債券及び新

株予約権付社債券等については、無記名式のも

のでなければならない。ただし、株券の当日決

済取引による売付けの委託及び債券の売付けの

（利子の日割計算） 

第１１条  債券（新株予約権付社債券等（新株予

約権付社債券並びに同時に募集され、かつ、同

時に割り当てられた社債券及び新株予約権証券

であって、一体で売買するものとして上場され

たものをいう。以下同じ。）を除く。以下同じ。）

の売買のうち利付債券の売買並びに利付新株予

約権付社債券等の売買については、額面総額に

その有価証券の利率を乗じて得た額（以下「利

子」という。）から税額相当額として取引所が

定める額を差し引いた額を、日割をもって計算

し、その売買の決済日（取引所が定めるところ

により、決済を繰り延べる場合にあっては、当

初の決済日をいう。以下この条において同じ。）

までの分（以下「経過利子」という。）を、売

買代金に加算して授受するものとする。ただし、

その売買の決済日が、当該有価証券の利払期日

に当たるときは、経過利子を売買代金に加算し

ないものとし、この場合においては、売付顧客

は、利札の引渡しを行わないものとする。 

２  （略） 

 

（有価証券引渡票の交付を受けた場合の措置） 

第１２条  正会員は、取引所における決済に際し、

買付有価証券に代えて有価証券引渡票の交付を

受けた場合において、買付顧客の承諾を受けた

ときは、当該買付有価証券の顧客への引渡しを

延期することができる。 

 

 

（引渡有価証券の券種及び組合せ） 

第１３条  正会員に売付けの委託をした顧客が、

その決済のために引き渡す有価証券は、次の各

号に定めるところによるものとし、債券及び新

株予約権付社債券等については、無記名式のも

のでなければならない。ただし、株券の当日決

済取引による売付けの委託及び債券の売付けの
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委託（第４号に定める売付けの委託を除く。）

において、受託正会員が同意した場合において

は、他の券種の有価証券によることができる。 

（１）株券又は新株引受権証書（共同組織金融機関

の発行する優先出資引受権証書を含む。以下同

じ。）の売付けについては、売買単位の券種の

株券若しくは新株引受権証書又は他の券種の

株券若しくは新株引受権証書で各株券若しく

は新株引受権証書の表示する株式数（優先出資

の口数を含む。以下同じ。）の合計が売買単位

となるように組み合せたもの 

（２）～（４） （略） 

２  （略） 
 

（株式数が読み替えられる株券の取扱い） 

第１４条  顧客は、上場会社（取引所に上場され

ている株券の発行者をいう。以下同じ。）の株

式の併合に伴い株式数が読み替えられる株券

を、当該併合の効力発生の日以後、当該上場会

社の株券の売付けの決済のために引き渡すこと

ができない。 
 
（顧客の決済不履行の場合の措置） 

第４２条  顧客が、所定の時限までに、売付有価

証券又は買付代金を正会員に交付しないとき、

発行日決済取引に関し預託すべき委託保証金又

は損失計算が生じた場合において損失に相当す

る額の金銭を正会員に預託しないとき及び信用

取引に関し預託すべき委託保証金若しくは支払

うべき金銭を正会員に預託せず若しくは支払わ

ないとき又はその貸付けを受けた買付代金若し

くは売付有価証券の弁済を行わない場合には、

正会員は、任意に、当該売買又は信用取引を決

済するために、当該顧客の計算において、売付

契約又は買付契約の締結（その委託を含む。）

を行うことができる。 

２・３ （略） 

委託（第４号に定める売付けの委託を除く。）

において、受託正会員が同意した場合において

は、他の券種の有価証券によることができる。 

（１）株券又は新株引受権証書（優先出資証券証書

を含む。以下同じ。）の売付けについては、売

買単位の券種の株券若しくは新株引受権証書

又は他の券種の株券若しくは新株引受権証書

で各株券若しくは新株引受権証書の表示する

株式数（優先出資の口数を含む。以下同じ。）

の合計が売買単位となるように組み合せたも

の 

（２）～（４） （略） 

２  （略） 

 

（株式数が読み替えられる株券の取扱い） 

第１４条  顧客は、上場会社（取引所に上場され

ている株券の発行者をいう。以下同じ。）の株

式（優先出資を含む。以下同じ。）の併合に伴

い株式数が読み替えられる株券を、当該併合の

効力発生の日以後、当該上場会社の株券の売付

けの決済のために引き渡すことができない。 

 
（顧客の決済不履行の場合の措置） 

第４２条  顧客が、所定の時限までに、売付有価

証券又は買付代金を正会員に交付しないとき、

発行日決済取引に関し預託すべき委託保証金又

は損失計算が生じた場合において損失に相当す

る額の金銭を正会員に預託しないとき及び信用

取引に関し預託すべき委託保証金若しくは支払

うべき金銭を正会員に預託せず若しくは支払わ

ないとき又はその貸付けを受けた買付代金若し

くは売付有価証券の弁済を行わない場合には、

正会員は、任意に、当該売買又は信用取引を決

済するために、当該顧客の計算において、売付

契約又は買付契約を締結することができる。 

 

２・３ （略） 
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付  則 

 この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。ただし、第７条の改正規定は同年１月１

０日から施行する。 
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優先株に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場審査基準） 

第３条  優先株の上場審査については、次の各号

に掲げる基準によるものとする。 

 （１）・（２） （略） 

 （３） 上場申請銘柄が次のａからｄまでに適

合していること。 

   ａ・ｂ （略） 

   ｃ 当該銘柄が株券等の保管及び振替に関す

る法律（昭和５９年法律第３０号。以下「保

振法」という。）第２条第１項に掲げるも

のに該当する場合には、指定保管振替機関

（当取引所が指定する保管振替機関（保振

法第２条第２項に規定する保管振替機関を

いう。）をいう。以下同じ。）に対する保

振法第６条の２に規定する同意がなされて

いるものであること又は上場の時までに当

該同意がなされる見込みのあるものである

こと。 

   ｄ （略） 

 

（上場廃止基準） 

第４条  （略） 

２  優先株の上場銘柄が次の各号のいずれかに該

当する場合には、当該銘柄の上場を廃止する。 

 （１）～（４） （略） 

 （５） 当該銘柄（保振法第２条第１項に掲げ

るものに限る。）の発行者が当該銘柄につい

て指定保管振替機関に対する保振法第６条の

２に規定する同意を撤回した場合 

 

 （６） （略） 

 

 

（上場審査基準） 

第３条  優先株の上場審査については、次の各号

に掲げる基準によるものとする。 

 （１）・（２） （略） 

 （３） 上場申請銘柄が次のａからｄまでに適

合していること。 

   ａ・ｂ （略） 

   ｃ 当該銘柄が株券等の保管及び振替に関す

る法律（昭和５９年法律第３０号。以下「保

振法」という。）第２条第１項の規定に基

づき主務大臣が指定したものに該当する場

合には、指定保管振替機関（当取引所が指

定する保管振替機関（保振法第２条第２項

に規定する保管振替機関をいう。）をいう。

以下同じ。）に対する保振法第６条の２に

規定する同意がなされているものであるこ

と又は上場の時までに当該同意がなされる

見込みのあるものであること。 

   ｄ （略） 

 

（上場廃止基準） 

第４条  （略） 

２  優先株の上場銘柄が次の各号のいずれかに該

当する場合には、当該銘柄の上場を廃止する。 

 （１）～（４） （略） 

 （５） 当該銘柄（保振法第２条第１項の規定

に基づき主務大臣が指定したものに限る。）

の発行者が当該銘柄について指定保管振替機

関に対する保振法第６条の２に規定する同意

を撤回した場合 

 （６） （略） 
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付  則 

この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 
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新株予約権付社債券等に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（上場審査基準） 

第３条  新株予約権付社債券等の上場審査につい

ては、次の各号に掲げる基準によるものとする。 

 （１） （略） 

 （２） 上場申請銘柄が、次のａからｅまでに

適合していること。 

   ａ～ｃ （略） 

   ｄ  当該銘柄が商法第３４１条の３第１項第

７号及び第８号に係る決議が行われている

新株予約権付社債券（以下「転換社債型新

株予約権付社債券」という。）である場合

には、指定保管振替機関（当取引所が指定

する保管振替機関（保振法第２条第２項に

規定する保管振替機関をいう。）をいう。

以下同じ。）に対する保振法第６条の２に

規定する同意がなされているものであるこ

と又は上場の時までに当該同意がなされる

見込みのあるものであること。 

 

 

 

 

   ｅ （略） 

２～４  （略） 

 

（上場廃止基準） 

第４条  （略） 

２  新株予約権付社債券等の上場銘柄が次の各号

のいずれかに該当する場合には、当該銘柄の上

場を廃止する。 

 （１）～（６） （略） 

 （７） 当該銘柄（転換社債型新株予約権付社

債券であるものに限る。）の発行者が当該銘

（上場審査基準） 

第３条  新株予約権付社債券等の上場審査につい

ては、次の各号に掲げる基準によるものとする。 

 （１） （略） 

 （２） 上場申請銘柄が、次のａからｅまでに

適合していること。 

   ａ～ｃ （略） 

   ｄ  当該銘柄が株券等の保管及び振替等に関

する法律（昭和５９年法律第３０号。以下

「保振法」という。）第２条第１項の規定

に基づき主務大臣が指定したものに該当す

る場合であって、かつ、商法第３４１条の

３第１項第７号及び第８号に係る決議が行

われている新株予約権付社債券（以下「転

換社債型新株予約権付社債券」という。）

である場合には、指定保管振替機関（当取

引所が指定する保管振替機関（保振法第２

条第２項に規定する保管振替機関をいう。）

をいう。以下同じ。）に対する保振法第６

条の２に規定する同意がなされているもの

であること又は上場の時までに当該同意が

なされる見込みのあるものであること。 

   ｅ （略） 

２～４  （略） 

 

（上場廃止基準） 

第４条  （略） 

２  新株予約権付社債券等の上場銘柄が次の各号

のいずれかに該当する場合には、当該銘柄の上

場を廃止する。 

 （１）～（６） （略） 

 （７） 当該銘柄（保振法第２条第１項の規定

に基づき主務大臣が指定したものであって、
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柄について指定保管振替機関に対する保振法

第６条の２に規定する同意を撤回した場合 

 

 

 （８） （略） 

 

付  則 

この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

 

かつ、転換社債型新株予約権付社債券である

ものに限る。）の発行者が当該銘柄について

指定保管振替機関に対する保振法第６条の２

に規定する同意を撤回した場合 

 （８） （略） 

 

 

 

 

 
 

 



- 45 - 

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業務規程、 

信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証

券に関する有価証券上場規程、業務規程、信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例 

 

（目的） 

第１条  この特例は、日経３００株価指数連動型

上場投資信託（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３条の２に規定する特定株式投

資信託となる証券投資信託に限る。以下「投資

信託」という。）の受益証券（以下「受益証券」

という。）の上場、売買及びその決済並びに受

益証券の売買の受託等について、有価証券上場

規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び

受託契約準則の特例を規定する。 

２  この特例に定めのないものについては、有価

証券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引

規程及び受託契約準則の定めるところによる。 

 

 

（呼値） 

第２０条  （略） 

２・３ （略） 

４  当日決済取引の呼値は、同一の会員が売呼値

とそれに対当させるための買呼値を同時に行う

ことによって行うものとする。 

５  この特例に定めるもののほか、受益証券の呼

値に関し必要な事項については、本所が定める。 

 

 
第２６条から第２９条 削 除 
 
 
 

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証

券に関する有価証券上場規程、業務規程、信用取

引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の特例 

 

（目的） 

第１条  この特例は、日経３００株価指数連動型

上場投資信託（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３条の２に規定する特定株式投

資信託となる証券投資信託に限る。以下「投資

信託」という。）の受益証券（以下「受益証券」

という。）の上場、売買及びその決済並びに受

益証券の売買の受託等について、有価証券上場

規程、業務規程、信用取引及び貸借取引規程並

びに受託契約準則の特例を規定する。 

２  この特例に定めのないものについては、有価

証券上場規程、業務規程、信用取引及び貸借取

引規程並びに受託契約準則の定めるところによ

る。 

 

（呼値） 

第２０条  （略） 

２・３ （略） 

（新設） 

 

 

４  この特例に定めるもののほか、受益証券の呼

値に関し必要な事項については、本所が定める。 

 

（売買の決済に係る受益証券の授受） 

第２６条  売買の決済に係る受益証券の授受は、

本所が指定する相手方（当日決済取引について

は、当該売買契約を締結した相手方）との間に

おいて、株式会社証券保管振替機構（以下「保
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（削る） 
 
 
（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

管振替機構」という。）における口座の振替に

より行うものとし、本所が、受方会員に代わっ

て保管振替機構に開設された渡方会員の口座か

ら本所の口座に振替を受け、本所の口座から受

方会員の口座へ振り替えるものとする。この場

合における渡方会員の口座から本所の口座への

振替請求は、本所が渡方会員に代わって保管振

替機構に対して行うものとし、本所の口座から

受方会員の口座への振替請求は、本所が保管振

替機構に対して行うものとする。 

 

第２７条 削 除 

 

（有価証券引渡票による決済） 

第２８条  渡方正会員は、普通取引につき、やむ

を得ない事由によって、第２６条に規定する受

益証券の授受を行うことができない場合におい

て、本所にその事由をそ明し、かつ、受方正会

員の承認を受けたときは、有価証券引渡票を受

方正会員に交付することにより、当該普通取引

に係る受益証券の決済を行うことができる。 

２  前項のほか、当日決済取引の決済について、

本所が特に必要があると認めた場合は、渡方正

会員は、受方正会員の承認を受けて、有価証券

引渡票を交付することにより、当該当日決済取

引に係る受益証券の決済を行うことができる。 

３  有価証券引渡票に係る受益証券の貸借の決済

は、有価証券引渡票発行の日から起算して５日

目（休業日を除外する。以下日数計算について

同じ。）の日（以下「有価証券引渡票に係る受

益証券の貸借の決済期限」という。）までに本

所を通じて行うものとする。ただし、当該有価

証券引渡票発行の日から有価証券引渡票に係る

受益証券の貸借の決済期限までの間に収益分配

金を受ける者を確定するための基準日等の日

（以下「基準日等の日」という。）が到来する

場合の有価証券引渡票に係る受益証券の貸借の
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（削る） 
 
（業務規程の読替え） 

第３０条 受益証券に係る業務規程第２条第２

項、第８条第３項、第３０条及び第３１条の規

定の適用については、同第２条第２項中「前項」

とあるのは「日経３００株価指数連動型上場投

資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、

業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契

約準則の特例第１４条」と、同第８条第３項中

「次の各号に掲げる日の売買」とあるのは「日

経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証

券に関する有価証券上場規程、業務規程、信用

取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例第

２２条第１項の規定により受益証券について収

益分配落として定める期日の売買」と、同第３

０条中「第８条第３項各号（第３号を除く。）

に掲げる日」とあるのは「受益証券の収益分配

落の期日」と、「銘柄が、有価証券上場規程株

券上場廃止基準第２条若しくは優先株に関する

有価証券上場規程の特例第４条」とあるのは「受

益証券が、日経３００株価指数連動型上場投資

信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業

務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約

準則の特例第１０条」と、同第３１条中「当該

銘柄の配当落等の期日、転換条件の変更期日又

は行使条件の変更日の前日」とあるのは「受益

証券の収益分配落の期日」とする。 
 

決済は、受方正会員の承諾を受けたときを除き、

当該基準日等の日の前日（休業日に当たるとき

は、順次繰り上げる。当該基準日等の日が休業

日に当たるときは２日前（休業日を除外する。）

の日）までに行わなければならない。 

４  前３項のほか、有価証券引渡票に関し必要な

事項については、本所が規則により定める。 

 

第２９条  削  除 

 

（業務規程の読替え） 

第３０条 受益証券に係る業務規程第２条第２

項、第８条第３項、第３０条、第３１条及び第

４５条第１項の規定の適用については、同第２

条第２項中「前項」とあるのは「日経３００株

価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する

有価証券上場規程、業務規程、信用取引及び貸

借取引規程及び受託契約準則の特例第１４条」

と、同第８条第３項中「次の各号に掲げる日の

売買」とあるのは「日経３００株価指数連動型

上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場

規程、業務規程、信用取引及び貸借取引規程並

びに受託契約準則の特例第２２条第１項の規定

により受益証券について収益分配落として定め

る期日の売買」と、同第３０条中「第８条第３

項各号（第３号を除く。）に掲げる日」とある

のは「受益証券の収益分配落の期日」と、「銘

柄が、有価証券上場規程株券上場廃止基準第２

条若しくは優先株に関する有価証券上場規程の

特例第４条」とあるのは「受益証券が、日経３

００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に

関する有価証券上場規程、業務規程、信用取引

及び貸借取引規程及び受託契約準則の特例第１

０条」と、同第３１条中「当該銘柄の配当落等

の期日、転換条件の変更期日又は行使条件の変

更日の前日」とあるのは「受益証券の収益分配

落の期日」と、同第４５条第１項中「第４２条
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第３１条 削 除 
 
 
 
第４章  信用取引・貸借取引規程の特例 

 
（制度信用取引に係る権利処理） 

第３３条  受益証券の制度信用取引（信用取引・

貸借取引規程第２条第１項に規定する制度信用

取引をいう。）に係る収益分配金請求権その他

の権利の処理に関し必要な事項については、本

所が規則により定める。 

 
（貸借取引に係る決済） 

第３５条  貸借取引（有価証券等清算取次ぎによ

るものを含む。）に係る金銭又は受益証券の借

入れ及び返済並びに担保としての当該借入金に

係る買付受益証券又は当該借入受益証券に係る

売付代金の差入れ及び返戻は、株式会社日本証

券クリアリング機構の業務方法書に定めるとこ

ろによるものとする。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

第３項に規定する貸借の決済」とあるのは「日

経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証

券に関する有価証券上場規程、業務規程、信用

取引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の特

例第２８条第３項に規定する貸借の決済並びに

第５０条に規定する損失額に相当する金額の預

託」とする。 

 

（特別会員を相手方とする売買） 

第３１条 正会員と特別会員との間で行われた売

買の決済等については、本所が定めるところに

よるものとする。 

 

第４章  信用取引及び貸借取引規程の特例 

 

（制度信用取引に係る権利処理） 

第３３条  受益証券の制度信用取引（信用取引及

び貸借取引規程第２条第１項に規定する制度信

用取引をいう。）に係る収益分配金請求権その

他の権利の処理に関し必要な事項については、

本所が規則により定める。 

 

（貸借取引の決済等） 

第３５条  貸借取引に係る金銭又は受益証券の借

入れ及び返済並びに担保としての当該借入金に

係る買付受益証券又は当該借入受益証券に係る

売付代金の差入れ及び返戻は、本所を通じて行

うものとする。 

 

 

２  前項の金銭の借入れ及び返済並びに担保とし

ての売付代金の差入れ及び返戻は、本所が金銭を

受領する正会員及び指定証券金融会社（以下「受

領者」という。）に代わって、金銭を支払う正会

員及び指定証券金融会社（以下「支払者」という。）

から金銭を受領し、当該金銭を受領者に交付する

ことにより行う。この場合における金銭の受払い
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（削る） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（信用取引・貸借取引規程の読替え） 

第３６条  受益証券に係る信用取引・貸借取引規

程第８条第１項の規定の適用については、同項

中「貸借取引により金銭及び有価証券の貸付け

を受けることができる銘柄（以下「貸借銘柄」

という。）」とあるのは「貸借取引により金銭

及び有価証券の貸付けを受けることができる受

益証券」とする。 

 

は、次の各号に定めるところにより行うものとす

る。 

（１）支払者は、本所が指定する銀行に売買の決

済を行うために設けられた本所名義の口座に

振り込むものとし、小切手をもって振り込む

場合には、本所が受入れを認めた銀行その他

の金融機関のものであって、正会員において

は、当該銀行その他の金融機関の支払保証の

あるもの又は当該銀行その他の金融機関の自

己あてのものとする。ただし、本所が正会員

ごとに定める額の範囲内の小切手については

支払保証のあるもの又は自己あてのものであ

ることを要しない。 

（２）受領者は、本所の指定する銀行に口座を設

け、当該口座において受領するものとする。 

３  第１項の受益証券の借入れ及び返済並びに担

保としての買付受益証券の差入れ及び返戻は、

正会員と指定証券金融会社との間において、保

管振替機構における口座の振替により行うもの

とし、本所が、受方に代わって保管振替機構に

開設された渡方の口座から本所の口座に振替を

受け、本所の口座から受方の口座へ振り替える

ものとする。この場合における渡方の口座から

本所の口座への振替請求は、本所が渡方に代わ

って保管振替機構に対して行うものとし、本所

の口座から受方の口座への振替請求は、本所が

保管振替機構に対して行うものとする。 

 

（信用取引及び貸借取引規程の読替え） 

第３６条  受益証券に係る信用取引及び貸借取引

規程第８条第１項の規定の適用については、同

項中「貸借取引により金銭及び有価証券の貸付

けを受けることができる銘柄（以下「貸借銘柄」

という。）」とあるのは「貸借取引により金銭

及び有価証券の貸付けを受けることができる受

益証券」とする。 
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（当日決済取引における顧客の受渡時限） 

第３７条  当日決済取引における受益証券の売買

の委託については、顧客は、売買成立の日（会

員と顧客が合意するときは、その翌日）におけ

る会員と顧客との合意により定める時限まで

に、売付受益証券又は買付代金を正会員に交付

するものとする。 
 
（普通取引における顧客の受渡時限） 

第３８条  （略） 

２ （略） 

３  前２項の規定にかかわらず、正会員が受託に

際して別に取引所が指定する証券取引清算機関

が定める決済時限までの間の日時を指定した場

合には、顧客は、その日時までに、売付受益証

券又は買付代金を正会員に交付するものとす

る。 
 

第５章 雑則 
 
（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 

第４２条  第３章および第４章に規定する受益証

券の売買に係る有価証券等清算取次ぎについて

は、有価証券等清算取次ぎを委託する会員を当

該受益証券の売買を行う者と、第４章に規定す

る貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについ

ては、有価証券等清算取次ぎを委託する会員を

当該貸借取引を行う者とみなしてこの規程を適

用する。 

 
付則 

この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。ただし、第３７条の規定は、同年１月 

１０日から施行する。 

（当日決済取引における顧客の受渡時限） 

第３７条  当日決済取引における受益証券の売買

の委託については、顧客は、売買成立の日にお

ける本所の決済時限の３０分前までに、売付受

益証券又は買付代金を正会員に交付するものと

する。 

 

 

（普通取引における顧客の受渡時限） 

第３８条  （略） 

２ （略） 

３  前２項の規定にかかわらず、正会員が本所の

定める時限までに前２項の売買を本所を通じて

決済するために必要と認めて、受託に際して別に

日時を指定した場合には、顧客は、その日時まで

に、売付受益証券又は買付代金を正会員に交付す

るものとする。 

 

（新設） 

 

 

（新設） 
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立会外取引に関する業務規程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の特例の一部改正新旧対照表  

 
新 旧 

立会外取引に関する業務規程、信用取引・貸借取

引規程及び受託契約準則の特例 
 
（目的） 

第１条 この特例は、本所市場における立会外取

引（次条に規定する有価証券の単一銘柄取引及

び終値取引をいう。以下同じ。）及び立会外取

引（有価証券等の清算取次ぎを除く。）の受託

等について、業務規程、信用取引・貸借取引規

程及び受託契約準則の特例を規定する。 

２ この特例に定めないものについては、業務規

程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則

の定めるところによる。 
 
（決済日） 
第５条 立会外取引は、次の各号のいずれかの日

（終値取引については、第２号に定める日）に

決済を行うものとする。 

（１）売買契約締結の日。 

 

 

 

（２）売買契約締結の日から起算して４日目（休

業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日（業務規程（以下「規程」という。）

第８条第３項各号に掲げる日の売買について

は、当該売買契約締結の日から起算して５日

目の日）。ただし、利付転換社債型新株予約

権付社債券（機構非取扱転換社債型新株予約

権付社債券（株式会社証券保管振替機構（以

下「保管振替機構」という。）が保管振替業

において取り扱わない転換社債型新株予約権

付社債券をいう。以下同じ。）を除く。）の

売買において、同条第４項又は第５項に定め

る場合には、同条第３項第２号又は第３号に

立会外取引に関する業務規程、信用取引及び貸借

取引規程並びに受託契約準則の特例 
 
（目的） 

第１条 この特例は、本所市場における立会外取

引（次条に規定する有価証券の単一銘柄取引及

び終値取引をいう。以下同じ。）及びその決済

並びに立会外取引の受託等について、業務規程、

信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準則

の特例を規定する。 

２ この特例に定めないものについては、業務規

程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約

準則の定めるところによる。 
 
（決済日） 

第５条 立会外取引は、次の各号のいずれかの日

（終値取引については、第２号に定める日）に

決済を行うものとする。 

（１）売買契約締結の日。ただし、当事者が合意

するときは、その翌日（休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。）に限り決済を繰り延

べることができる。 

（２）売買契約締結の日から起算して４日目（休

業日を除外する。以下日数計算について同

じ。）の日（業務規程（以下「規程」という。）

第８条第３項各号に掲げる日の売買について

は、当該売買契約締結の日から起算して５日

目の日）。ただし、利付転換社債型新株予約

権付社債券（機構非取扱転換社債型新株予約

権付社債券（株式会社証券保管振替機構（以

下「保管振替機構」という。）が保管振替業

において取り扱わない転換社債型新株予約権

付社債券をいう。以下同じ。）を除く。）の

売買において、同条第４項又は第５項に定め

る場合には、同条第３項第２号又は第３号に
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定める期日の売買については６日目の日と

し、同条第４項に定める場合における当該期

日の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り

下げる。以下同じ。）の売買については５日

目の日とする。 
 
（呼値） 
第６条 （略） 

２～５ （略） 

６ 第５条第１号に掲げる日に決済を行う立会外

取引の呼値は、同一の正会員が売呼値と対当さ

せるための買呼値を同時に行うものとする。 
７ （略） 
 
 

第13条 削除 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（総売買高等の通知及び公表の時期） 

第14条 （略） 

 

（準用規定） 

第15条 規程第４条及び同第５条の規定は、立会

定める期日の売買については６日目の日と

し、同条第４項に定める場合における当該期

日の売買については５日目の日とする。 

 
 
 
（呼値） 

第６条 （略） 

２～５ （略） 

（新設） 
 
 
６ （略） 
 
（決済のために授受する金銭及び有価証券） 

第13条 正会員が立会外取引（前条に規定する過

誤訂正等のための売買を含む。）の決済のため

に授受する金銭の額及び有価証券の数量は、次

の各号に定めるところによる。 

（１）第５条第１号に規定する日に決済を行う立

会外取引 

売買契約締結ごとの売買代金の額及び有価

証券の数量 

（２）第５条第２号に規定する日に決済を行う立

会外取引 

決済日を同一とする同一正会員の総売付代

金の額と総買付代金の差引額及び銘柄ごとの

有価証券の売付数量と買付数量の差引数量 

２ 前項第２号に規定する決済のために授受する

金銭の額及び有価証券の数量は、規程第37条第

１号に規定する決済のために授受する金銭の額

及び有価証券の数量に含めるものとする。 

 
（正会員等への通知及び公表の時期） 

第14条 （略） 

 

（準用規定） 

第15条 規程第４条、同第５条、同第38条、同第
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外取引について準用する。 

 

 

第３章 信用取引・貸借取引規程の特例 

 
（立会外取引のための貸借取引） 
第16条 信用取引・貸借取引規程第11条の規定に

かかわらず、正会員は、第５条第２号に規定す

る日に決済を行う立会外取引について、制度信

用取引（信用取引・貸借取引規程第２条第１項

に規定する制度信用取引をいう。以下同じ。）

に基づく立会外取引の決済又は自己の信用売り

若しくは信用買いに係る立会外取引の決済のた

めに、信用取引・貸借取引規程第１条第１項に

定める貸借取引を行うことができる。 
２ （削る）  
 
 
 
 
 
 
 
（立会外取引に係る自己信用売り又は信用買いの

決済期限） 
第16条の２ 正会員は、自己の信用売り又は信用

買いに係る立会外取引を行った場合は、売買成

立の日の６か月目の応当日（応当日がないとき

はその月の末日とし、応当日が休業日に当たる

ときは順次繰り上げる。）から起算して４日目

の日までに当該信用売り又は信用買いの決済を

行わなければならない。 
 
（顧客の受渡時限） 
第19条 立会外取引の委託については、顧客は、

次の各号に掲げる日時までに、売付有価証券又

は買付代金を正会員に交付するものとする。 
（１）第５条第１号に規定する日に決済を行う単

42条及び同第46条の規定は、立会外取引につい

て準用する。 

 
第３章 信用取引及び貸借取引規程の特例 

 

（立会外取引のための貸借取引） 

第16条 信用取引及び貸借取引規程第11条の規定

にかかわらず、正会員は、第５条第２号に規定

する日に決済を行う立会外取引について、制度

信用取引（信用取引及び貸借取引規程第２条第

１項に規定する制度信用取引をいう。以下同

じ。）に基づく立会外取引の決済又は自己の信

用売り若しくは信用買いに係る立会外取引の決

済のために、信用取引及び貸借取引規程第１条

第１項に定める貸借取引を行うことができる。 

２ 正会員は、自己の信用売り又は信用買いに係

る立会外取引を行った場合は、売買成立の日の

６か月目の応当日（応当日がないときはその月

の末日とし、応当日が休業日に当たるときは順

次繰り上げる。）から起算して４日目の日まで

に当該信用売り又は信用買いの決済を行わなけ

ればならない。 

 

（新設） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（顧客の受渡時限） 

第19条 立会外取引の委託については、顧客は、

次の各号に掲げる日時までに、売付有価証券又

は買付代金を正会員に交付するものとする。 

（１）第５条第１号に規定する日に決済を行う単



 

- 54 - 

一銘柄取引の委託 
   売買成立の日（正会員と顧客が合意すると

きは、その翌日）における正会員と顧客との合

意により定める時限 
 
 
 
（２） （略） 
２ （略） 
３ 第１項第２号及び前項の規定にかかわらず、

正会員が受託に際して別に本所が指定する証券

取引清算機関が定める決済期限までの間の日時

を指定した場合には、顧客は、その日時までに、

売付有価証券又は買付代金を正会員に交付する

ものとする。 
 

（削る） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 雑則 
 
（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 
第22条 立会外取引に係る有価証券等清算取次ぎ

については、有価証券等清算取次ぎを委託する

一銘柄取引の委託 

   売買成立の日における本所の決済時限の30

分前（対当取引（当該委託に基づく売付け又は

買付けの呼値が当該呼値を行った正会員の買付

け又は売付けの呼値と対当した取引をいう。）

である場合は、正会員と顧客との合意により定

める時限） 

（２） （略） 

２ （略） 

３ 第１項第２号及び前項の規定にかかわらず、

正会員が受託に際して別に本所の決済時限まで

の間の日時を指定した場合には、顧客は、その

日時までに、売付有価証券又は買付代金を正会

員に交付するものとする。 

 
 
（口座振替による受渡し） 
第21条 正会員は、顧客から株券（機構非取扱株

券を除く。）又は転換社債型新株予約権付社債

券（機構非取扱転換社債型新株予約権付社債券

を除く。）の売買の委託を受けた場合において、

正会員が当該顧客のために株券等の保管及び振

替に関する法律（昭和59年法律第30号）に基づ

く口座を設定しているときは、売付け又は買付

けに係る株券又は転換社債型新株予約権付社債

券の受渡しを、その口座の振替により行うもの

とする。ただし、顧客がその口座の振替により、

売付株券若しくは売付転換社債型新株予約権付

社債券を交付しない旨又は買付株券若しくは買

付転換社債型新株予約権付社債券の引渡しを受

けない旨の申し出を行った場合には、この限り

ではない。 
 
（新設） 
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会員を当該立会外取引を行う者とみなして第２

章及び第３章の規定を適用する。 
２ 貸借取引に係る有価証券等清算取次ぎについ

ては、有価証券等清算取次ぎを委託する会員を

当該貸借取引を行う者とみなして第３章の規定

を適用する。 
 
 

付  則 
 この改正規定は、平成15年１月14日から施行す

る。ただし、第５条及び第19条第１項の改正規定

は、同年１月10日から施行する。 
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清算部規則を廃止する規則 
 
 次の規則を廃止する。 

（１） 清算部規則 

 
付  則 

 この規則は、平成１５年１月１４日から施行する。 
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定款施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

 

（目的） 

第１条 この規則は、定款第１４条第１項、同第

２０条、同第２１条、同第３４条第１項、同第

４０条第４項並びに同第４１条第１項の規定に

基づき、本所が定める事項及び本所が指定する

事項を規定する。 

 

 

（会費の納入日） 

第２条 定款第１４条第１項に規定する定額会費

及び定率会費の本所への納入の日は、毎月の２

０日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）

とする。 

 

 

（本所が指定する証券金融会社） 

第５条 第３４条第１項に規定する本所が指定す

る証券金融会社は、日本証券金融株式会社とす

る。 

 

 

（削る） 

 

 

 

付則 

 この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

 

 

 

（目的） 

第１条 この規則は、定款第１４条第１項、同第

１４条の２第１項、同第１５条第１項、同第２

０条、同第２１条、同第２６条第１項、同第３

４条第１項、同第４０条第４項並びに同第４１

条第１項の規定に基づき、本所が定める事項及

び本所が指定する事項を規定する。 

 

（会費等の納入日） 

第２条 定款第１４条第１項、同第１４条の２第

１項及び同第１５条第１項に規定する定額会

費、定率会費、決済に係る手数料及び特別会費

の本所への納入の日は、毎月の２０日（休業日

に当たるときは、順次繰り下げる。）とする。 

 

（本所が指定する証券金融会社） 

第５条 定款第２６条第１項及び第３４条第１項

に規定する本所が指定する証券金融会社は、日

本証券金融株式会社とする。 

 

（本所が指定する口座管理機関） 

第６条 定款第２６条第１項に規定する有価証券

の振替決済に係る口座を管理する機関は、日本

証券決済株式会社とする。 
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信認金代用有価証券に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（目的） 

第１条 この規則は、定款第１６条第３項の規定

に基づき、信認金の代用として、差し入れるこ

とができる有価証券の種類及びその代用価格等

に関し、必要な事項を定める。 

 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第２条 信認金の代用として、差し入れることが

できる有価証券の種類は、次の各号に掲げるも

のとし、その差入れの際における代用価格は、

当該差入日の前々日(休業日に当たるときは、順

次繰り上げる。以下同じ。)における時価（次項

に定める時価をいう。以下この項及び次条にお

いて同じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得

た額を超えない額とする。 

（１）国内の証券取引所に上場されている株券（優

先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。）を含む。次号において

同じ。）               １００分の７０ 

（２）～（４） （略） 

（５）政府保証債券      １００分の９０ 

 

 

 

 

（５）の２ 特殊債券（政府保証債券を除く。） 

１００分の８５ 

（６）国内の証券取引所に上場されている社債券

（新株予約権付社債券（同時に募集されかつ

同時に割り当てられた社債券及び新株予約権

証券であって一体で売買するものを含む。以

下この条において同じ。）及び交換社債券（証

券取引法（昭和２３年法律第２５号。）第２

条第１項第４号に掲げる有価証券又は同項第

（目的） 

第１条 この規則は、定款第１６条第３項の規定

に基づき、会員が信認金の代用として、本所に

差し入れることができる有価証券の種類及びそ

の代用価格等に関し、必要な事項を定める。 

 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第２条 会員が、信認金の代用として、本所に差

し入れることができる有価証券の種類は次の各

号に掲げるものとし、その差入れの際における

代用価格は、当該差入日の前々日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）に

おける時価（次項に定める時価をいう。以下こ

の項及び次条において同じ。）に当該各号に掲

げる率を乗じて得た額を超えない額とする。 

（１）本所又は国内の他の証券取引所に上場され

ている株券（優先出資証券（協同組織金融機

関の発行する優先出資証券をいう。）をいう。

以下同じ。）       １００分の７０ 

（２）～（４） （略） 

（５）特別の法律により法人の発行する債券 

   政府が元本の償還及び利息の支払について

保証しているもの     １００分の９０ 

  その他のもの       １００分の８５ 

 

（新設） 

 

（６）本所若しくは国内の他の証券取引所に上場

されている社債券（新株予約権付社債券（同

時に募集されかつ同時に割り当てられた社債

券及び新株予約権証券であって一体で売買す

るものを含む。以下この条において同じ。）

及び交換社債券（証券取引法（昭和２３年法

律第２５号。）第２条第１項第４号に掲げる
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９号に掲げる有価証券のうち同項第４号の有

価証券の性質を有するもの（以下この号にお

いて「社債券」という。）であって、社債券

を保有する者の請求により発行者以外の特定

の会社の株券により償還されるものをいう。

以下同じ。）を除く。以下この条において同

じ。）又は国内の証券取引所にその株券が上

場されている会社が発行する社債券で、かつ、

外国法人以外の会社の発行するもの（その発

行に際して元引受契約が証券会社又は外国証

券会社により締結されたものに限る。） 

               １００分の８５ 

 

（６）の２ 国内の証券取引所に上場されている

新株予約権付社債券又は国内の証券取引所に

その株券が上場されている会社が発行する新

株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の

会社の発行するもの（その発行に際して元引

受契約が証券会社又は外国証券会社により締

結されたものに限る。）  １００分の８０ 

 

（７）・（７）の２ （略） 

（８）国内の証券取引所に上場されている交換社

債券（その発行に際して元引受契約が証券会

社又は外国証券会社により締結されたものに

限る。）       １００分の８０ 

（９） （略） 

（１０）円貨建外国債券（証券取引法施行令第２

条に定める債券である円貨債券、転換社債型

新株予約権付社債券及び交換社債券以外のも

のであって、かつ、その発行に際して元引受

契約が証券会社又は外国証券会社により締結

されたものに限る。）   １００分の８５ 

 

（１１）投資信託の受益証券及び投資証券（国内

の証券取引所に上場されているもの及び投資

信託協会が前日（休業日に当たるときは、順

有価証券又は同項第９号に掲げる有価証券の

うち同項第４号の有価証券の性質を有するも

の（以下この号において「社債券」という。）

であって、社債券を保有する者の請求により

発行者以外の特定の会社の株券により償還さ

れるものをいう。以下同じ。）を除く。以下

この条において同じ。）又は本所若しくは国

内の他の証券取引所にその株券が上場されて

いる会社が発行する社債券で、かつ、外国法

人以外の会社の発行するもの（その発行に際

して元引受契約が証券会社又は外国証券会社

により締結されたものに限る。） 

               １００分の８５ 

（６）の２ 本所若しくは国内の他の証券取引所

に上場されている新株予約権付社債券又は本

所若しくは国内の他の証券取引所にその株券

が上場されている会社が発行する新株予約権

付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発

行するもの（その発行に際して元引受契約が

証券会社又は外国証券会社により締結された

ものに限る。）      １００分の８０ 

（７）・（７）の２ （略） 

（８）国内の他の証券取引所に上場されている交

換社債券（その発行に際して元引受契約が証

券会社又は外国証券会社により締結されたも

のに限る。）       １００分の８０ 

（９） （略） 

（１０）前号に掲げる債券の発行者を除く外国法

人又は外国若しくは外国の地方公共団体の発

行する円貨建外国債券（転換社債券及び交換

社債券以外の社債券であって、かつ、その発

行に際して元引受契約が証券会社又は外国証

券会社により締結されたものに限る。） 

               １００分の８５ 

（１１）投資信託受益証券（投資信託の受益証券

をいう。以下同じ。）及び投資証券（本所又

は国内の他の証券取引所に上場されているも
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次繰り上げる。以下同じ。）の時価を発表す

るものに限る。） 

   公社債投資信託の受益証券 

                １００分の８５ 

   その他のもの       １００分の７０ 

 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号の

２に規定する新株予約権付社債券、同項第８

号に規定する交換社債券並びに同項第１１号

に規定する投資信託受の益証券及び投資証券

のうち国内の証券取引所に上場されているも

の 

 本所又は国内の他の証券取引所における最

終価格（呼値に関する規則第９条の規定によ

り気配表示が行われているとき又は国内の他

の証券取引所において気配表示が行われてい

るときは、当該最終気配値段） 

（２） （略） 

（３）前項第１１号に規定する投資信託の受益証

券及び投資証券のうち投資信託協会が前日の

時価を発表するもの 

   投資信託協会が発表する時価 

（４） （略） 

３ 第１項第３号から第１０号まで（第８号を除

く。）に掲げる有価証券については、国内の証

券取引所に上場されているもの及び日本証券業

協会に登録されているもの並びに日本証券業協

会が売買参考統計値を発表するものに限る。 

 

 

（端数金額の調整） 

第２条の２ 前条第１項各号に掲げる有価証券に

ついて、差入日の前々日における時価に当該各

号に掲げる率を乗じた場合の端数金額の調整は

次のとおりとする。 

の及び投資信託協会が前日（休業日に当たる

ときは、順次繰り上げる。以下同じ。）の時

価を発表するものに限る。） 

公社債投資信託の受益証券 

          １００分の８５ 

その他のもの      １００分の７０ 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号の

２に規定する新株予約権付社債券、同項第８

号に規定する交換社債券並びに同項第11号に

規定する投資信託受益証券及び投資証券のう

ち本所又は国内の他の証券取引所に上場され

ているもの 

本所又は国内の他の証券取引所における最

終価格（呼値に関する規則第９条の規定によ

り気配表示が行われているとき又は国内の他

の証券取引所において気配表示が行われてい

るときは、当該最終気配値段） 

（２） （略） 

（３）前項第１１号に規定する投資信託受益証券

及び投資証券のうち投資信託協会が前日の時

価を発表するもの 

投資信託協会が発表する時価 

（４） （略） 

３ 第１項第３号から第１０号まで（第８号を除

く。）に掲げる有価証券については、本所又は

国内の他の証券取引所に上場されているもの及

び日本証券業協会に登録されているもの並びに

日本証券業協会が売買参考統計値を発表するも

のに限る。 

 

（端数金額の調整） 

第２条の２ 前条第１項各号に掲げる有価証券に

ついて、差入日の前々日における時価に当該各

号に掲げる率を乗じた場合の端数金額の調整は

次のとおりとする。 
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（１）同項第１号及び第２号に規定する株券並び

に同項第１１号に規定する投資信託の受益証券

及び投資証券については、円位未満の端数金額

は、これを切り捨てる。 

（２） （略） 

 

（被合併会社株券等の代用の取扱い） 

第３条 合併の場合において清算・決済規程第 

１０条の規定により決済物件として認められる

こととなった被合併会社（会社以外の法人を含

む。）株券（投資信託受益証券及び投資証券を

含む。以下同じ。）及び商号変更（名称変更を

含む。以下同じ。）の場合において同規程第１

１条の規定により決済物件として認められるこ

ととなった商号変更前の株券は、決済物件とし

て認められている期間に限り、信認金代用有価

証券につき、株券に代わるものとして取り扱う。 

２ （略） 

 

（代用有価証券からの除外） 

第４条 国内の証券取引所に上場されている株券

（優先出資証券、投資信託の受益証券及び投資

証券を含む。以下この項及び次項において同

じ。）が、その上場されている国内のすべての

証券取引所において、当該証券取引所の定める

上場廃止の基準に該当した場合には、該当した

日の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下

げる。以下同じ。）から、当該株券及び当該株

券（当該投資信託の受益証券を除く。）の発行

者が発行する社債券を、信認金の代用有価証券

から除外する。 

２ 日本証券業協会に登録されている株券（店頭

管理銘柄として登録されているものを除く。）

が、日本証券業協会により登録を取り消される

こととなった場合（国内の証券取引所に上場さ

れることとなる場合を除く。）には、登録を取

り消されることとなった日の翌日から、当該株

（１）同項第１号及び第２号に規定する株券並び

に同項第１１号に規定する投資信託受益証券

及び投資証券については、円位未満の端数金

額は、これを切り捨てる。 

（２） （略） 

 

（被合併会社株券等の代用の取扱い） 

第３条 合併の場合において業務規程第４１条の

規定により決済物件として認められることとな

った被合併会社（会社以外の法人を含む。）株

券（投資信託受益証券及び投資証券を含む。以

下同じ。）及び商号変更（名称変更を含む。以

下同じ。）の場合において同規程第４１条の２

の規定により決済物件として認められることと

なった商号変更前の株券は、決済物件として認

められている期間に限り、信認金代用有価証券

につき、株券に代わるものとして取り扱う。 

２（略） 

 

（代用有価証券からの除外） 

第４条 本所又は国内の他の証券取引所に上場さ

れている株券が、その上場されている国内のす

べての証券取引所において、当該証券取引所の

定める上場廃止の基準に該当した場合には、該

当した日の翌日（休業日に当たるときは、順次

繰り下げる。以下同じ。）から当該株券及び当

該株券（当該投資信託受益証券を除く。）の発

行者が発行する社債券を、信認金代用有価証券

から除外する。 

 

 

２ 日本証券業協会に登録されている株券（店頭

管理銘柄として登録されているものを除く。）

が、日本証券業協会により登録を取り消される

こととなった場合（本所又は国内の他の証券取

引所に上場されることとなる場合を除く。）に

は、登録を取り消されることとなった日の翌日
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券及び当該株券の発行者が発行する社債券を、

信認金の代用有価証券から除外する。 
３ 前２項の規定は、信認金の代用有価証券であ

る債券の発行者が当該債券の期限の利益を喪失

した場合の当該債券について準用する。 

 

（代用有価証券の制限） 

第５条 会員が本所に信認金の代用として差し入

れる株券は、当該会員の名義のものに限るもの

とする。 
 

 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１５年１月１４日から

施行する。 
２ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。）附則第７条第１項の規定によ

りなお従前の例によるとされた転換社債又は新

株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株

予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債

以外の新株予約権付社債とみなして、この規則

を適用する。 
 

から、当該株券及び当該株券の発行者が発行す

る社債券を、信認金代用有価証券から除外する。 

３ 前２項の規定は、信認金代用有価証券である

債券の発行者が当該債券の期限の利益を喪失し

た場合の当該債券について準用する。 

 

（代用有価証券の制限） 

第５条 会員が本所に信認金の代用として差し入

れる株券は、当該会員の名義のもの（株式会社

証券保管振替機構が保管振替業において取り扱

う株券を同機構の口座の振替により差し入れる

場合は、当該会員の自己分）に限るものとする。 
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売買監理銘柄に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 
第７条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算

取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委

託する会員を当該有価証券の売買等を行う者と

みなしてこの規則を適用する。 
 
 

付  則 
 この改正規定は、平成15年１月14日から施行す

る。 
 
 

（新設） 
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有価証券の売買の審査に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（審査項目） 
第４条 前条各号に掲げる有価証券の売買の審査

は、次の各号に掲げる項目その他の項目のうち

必要なものについて行うものとする。 
（１）･（２） （略）  
(３) 委託者に関する事項及び当該委託者による
売付け又は買付けの委託の状況 
（４）･（５） （略） 
 
（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 
第６条 有価証券の売買等に係る有価証券等清算

取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委

託する会員を当該有価証券の売買等を行う者と

みなしてこの規則を適用する。 
 
 

付  則 
 この改正規定は、平成15年１月14日から施行す

る。 
 
 

（審査項目） 
第４条 前条各号に掲げる有価証券の売買の審査

は、次の各号に掲げる項目その他の項目のうち

必要なものについて行うものとする。 
（１）･（２） （略）  

(３) 委託者に関する事項及び当該委託者の売付
け又は買付けの状況 
（４）･（５） （略） 
 
（新設）  
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天災地変が発生した場合の非常措置に関する理事会決定の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１ 天災地変が発生し、有価証券等清算取次ぎの

委託に基づく本所の市場における有価証券の売

買等に係る非清算参加者（定款第３７条の２に

定める非清算参加者をいう。以下同じ。）の決

済が不可能又は著しく困難であると認められる

に至り改めて決済の条件を定めるため緊急の必

要がある場合において、定款第２７条第１項の

規定による理事会の決議を行うことができない

ときは、本所は、当該決議を経ずして、その取

引について、決済日の変更その他の決済の条件

を改めて定めることができる。 

２ （略） 
 

付則 

 この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

 

 

１ 天災地変が発生し、本所の市場における有価

証券の売買等の決済が不可能又は著しく困難で

あると認められるに至り改めて決済の条件を定

めるため緊急の必要がある場合において、定款

第２７条第１項の規定による理事会の決議を行

うことができないときは、本所は、当該決議を

経ずして、その取引について、決済日の変更そ

の他の決済の条件を改めて定めることができ

る。 

 

 

２ （略） 
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有価証券の売買等又はその受託に関する規制措置の全部改正新旧対照表 

 
新 旧 

有価証券の売買等又はその受託に関する規制措置

に関する規則 

 

（有価証券の売買等又はその受託に関する規制措

置） 

第１条 定款第３６条の２の規定に基づき、本所

が有価証券の売買等又はその受託に関し行うこ

とができる規制措置は、次の各号に掲げるもの

とする。 

（１）信用取引による売付け若しくは買付けに係

る委託保証金又は発行日決済取引に係る委託保

証金の率の引上げ又は当該委託保証金の有価証

券をもってする代用の制限 

（２）信用取引による売付け若しくは買付けに係

る委託保証金又は発行日決済取引に係る委託保

証金を有価証券をもって代用する場合の代用価

格の計算において、時価に乗ずべき率の引下げ 

（３）信用取引による売付け又は買付けに係る委

託保証金の有価証券をもってする代用の制限を

行う場合において、当該委託保証金のうち有価

証券をもって代用することができない部分の全

部又は一部に相当する額の金銭の正会員による

本所への預託 

（４）信用取引による売付け若しくは買付け（会

員の信用売り又は信用買いを含む。）の制限又

は禁止 

（５）発行日決済取引の総売付数量又は総買付数

量の制限 

（６）発行日決済取引につき、会員が差入れるべ

き売買証拠金（株式会社日本証券クリアリング

機構の定める売買証拠金又は清算・決済規程第

１７条に定める売買証拠金をいう。以下同じ。）

について、次に掲げる事項 

  ａ 売買証拠金の差入日時の繰上げ 

有価証券の売買等又はその受託に関する規制措置 

 

 

 

 

 定款第３６条の２の規定に基づき、本所が上場

有価証券の売買又はその受託に関し行うことがで

きる規制措置は、次の各号に掲げるものとする。 

 

（１）信用取引による売付け若しくは買付けに係

る委託保証金又は発行日決済取引に係る委託

保証金の率の引上げ又は当該委託保証金の有

価証券をもってする代用の制限 

（２）信用取引による売付け若しくは買付けに係

る委託保証金又は発行日決済取引に係る委託

保証金を有価証券をもつて代用する場合の代

用価格の計算において、時価に乗ずべき率の

引下げ 

（３）信用取引による売付け又は買付けに係る委

託保証金の有価証券をもってする代用の制限

を行う場合において、当該委託保証金のうち

有価証券をもって代用することができない部

分の全部又は一部に相当する額の金銭の正会

員による本所への預託 

（４）信用取引による売付け若しくは買付け（会

員の信用売り又は信用買いを含む。）の制限

又は禁止 

（５）発行日決済取引の総売付数量又は総買付数

量の制限 

（６）発行日決済取引につき、会員が本所に差入

れるべき売買証拠金について、次に掲げる事

項 

  ａ 売買証拠金の差入日時の繰上げ 

  ｂ 売買証拠金の額の引上げ又は当該売買証
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  ｂ 売買証拠金の額の引上げ又は当該売買証

拠金の有価証券をもってする代用の制限 

  ｃ 発行日決済取引の総売付数量又は総買付

数量の一定数量以上についての売買証拠金

の累増 

（７）顧客の委託に基づく売付有価証券若しくは

買付代金の決済日前における預託の受入れ 

（８）会員の自己計算による売付け又は買付けの

制限又は禁止 

 

（有価証券等清算取次ぎに対する適用） 

第２条 有価証券の売買に係る有価証券等清算取

次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託

する会員を当該有価証券の売買を行う者とみな

してこの規則を適用する。 

 

付則 

 この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

 

 

拠金の有価証券をもってする代用の制限 

  ｃ 発行日決済取引の総売付数量又は総買付

数量の一定数量以上についての売買証拠金

の累増 

（７）委託に基づく売付有価証券又は買付代金の

決済日前における預託の受入れ 

（８）会員の自己計算による売付け又は買付けの

制限又は禁止 
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公開買付けについての定款第 59 条に関する理事会決定の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１ 正会員は、公開買付けについて公開買付者の

ために証券取引法施行令（昭和40年政令第321

号。以下「施行令」という。）第８条第４項各

号若しくは第14条の３の３第４項各号に掲げる

事務を行う者又は公開買付者を代理して公開買

付けによる株券等（法第27条の２に規定する株

券等をいう。以下同じ。）の買付け等（法第27

条の２に規定する買付け等をいう。以下同じ。）

を行う者(以下「公開買付者の関係者」という。）

となる場合には、次に掲げる行為を行ってはな

らない。 

（１） （略） 

（２）公開買付者等（法第27条の３に規定する公

開買付者等をいう。以下同じ。）に売付け等

（法第27条の２に規定する売付け等をいう。）

を行うことを目的として、公開買付者の関係

者となることを決定した後、当該公開買付け

について公告を行う日前において、自己の計

算により当該公開買付けに係る株券等の発行

者の発行する株券等の買付け等を本所の市場

において行うこと。 

 

２ （略） 

 

上記の行為は、その状況により、取引の信義則違

反として処理する。 

 

３ （略） 

 
付  則 

 この改正規定は、平成15年１月14日から施行す

る。 
 

１ 正会員は、公開買付けについて公開買付者の

ために証券取引法施行令第８条第４項各号若し

くは第14条の３の３第４項各号に掲げる事務を

行う者又は公開買付者を代理して公開買付けに

よる株券等の買付け等を行う者(以下「公開買付

者の関係者」という。）となる場合には、次に

掲げる行為を行ってはならない。 

 

 

 

 

（１） （略） 

（２）公開買付者等に売付け等を行うことを目的

として、公開買付者の関係者となることを決

定した後、当該公開買付けについて公告を行

う日前において、自己の計算により当該公開

買付けに係る株券等の発行者の発行する株券

等の買付け等を本所の市場において行うこ

と。 

 

 

 

２ （略） 

 

上記の行為は、その状況により、取引の信義則違

反として処理する。 

 

３ （略） 
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安定操作取引についての定款第 59 条に関する理事会決定の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１ （略） 
（１）安定操作取引に係る有価証券の発行者であ

ることを知りながら、当該発行者から買付け

（上場株券又は上場優先出資証券の買付けに

限る。）の受託（有価証券等清算取次ぎの受

託を除く。）をする行為 
（２）安定操作取引の委託をすることができる者

（施行令第20条第３号各号に掲げる者）であ

ることを知りながら、その者から買付けの受

託（有価証券等清算取次ぎの受託及び安定操

作取引の受託を除く。）をする行為 
２ 正会員は、安定操作取引が最初に行われた時

から安定操作期間の末日までの間において、当

該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作

取引が行われたことを知りながら、その旨を表

示しないで、当該有価証券の発行者が発行する

株券、優先出資証券、時価新株予約権証券又は

時価新株予約権付社債券等について買付けの受

託又は売付け（証券会社若しくは外国証券会社

からの買付けの受託、証券会社若しくは外国証

券会社への売付け及び有価証券等清算取次ぎに

よる売付けを除く。）若しくはその売付けに係

る有価証券等清算取次ぎの委託をしてはならな

い。 
 
上 記 １ 及 び ２ の 行 為 は 、 そ の 状 況 に よ

り、取引の信義則違反として処理する。  
 
 

付  則 
 この改正規定は、平成15年１月14日から施行す

る。 
 
 

１ （略） 
（１）安定操作取引に係る有価証券の発行者であ

ることを知りながら、当該発行者から買付け

の受託（上場株券又は上場優先出資証券の買

付けの受託に限る。）をする行為 
（２）安定操作取引の委託をすることができる者

（施行令第20条第３号各号に掲げる者）であ

ることを知りながら、その者から買付けの受

託（安定操作取引の受託を除く。）をする行

為 
 
２ 正会員は、安定操作取引が最初に行われた時

から安定操作期間の末日までの間において、当

該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作

取引が行われたことを知りながら、その旨を表

示しないで、当該有価証券の発行者が発行する

株券、優先出資証券、時価新株予約権証券又は

時価新株予約権付社債券等について買付けの受

託又は売付け（証券会社若しくは外国証券会社

からの買付けの受託又は証券会社若しくは外国

証券会社への売付けを除く。）をしてはならな

い。 
 
 
 
上 記 １ 及 び ２ の 行 為 は 、 そ の 状 況 に よ

り、取引の信義則違反として処理する。  
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業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（保管振替機構が実質株主の通知を行うために本

所が必要と認める日） 

第３条 規程第８条第３項第４号に規定する本所

が必要と認める日は、当該株券の発行者が営業

年度を１年とする法人である場合（商法第２９

３条の５第１項の規定により定款をもって営業

年度中の一定の日を定めている場合を除く。）

において、各営業年度の開始の日から起算して

６か月を経過した日の３日前（休業日を除外す

る。以下日数計算において同じ。）の日（６か

月を経過した日が休業日に当たるときは、当該

日の４日前の日）とする。 

 

 

（配当落等の期日） 

第１８条 規程第２５条第１項に規定する配当落

又は権利落とする期日は、次の各号に定める日

とする。 

（１）当日決済取引 

   配当金（商法第２９３条の５第１項の規定

による金銭の分配を含む。以下同じ。）若し

くは新株引受権その他の権利を受ける者又は

株主総会（優先出資者総会を含む。）におい

て株主（優先出資者を含む。）として議決権

を行使する者を確定するための基準日又は株

主名簿（優先出資者名簿を含む。）閉鎖開始

日の前日（以下｢権利確定日｣という。）の翌

日 

 

 

 

 

（２） （略） 

 

（保管振替機構が実質株主の通知を行うために本

所が必要と認める日） 

第３条 規程第８条第３項第４号に規定する本所

が必要と認める日は、当該株券（優先出資証券

を除く。）の発行者が営業年度を１年とする会

社である場合（商法第２９３条の５第１項の規

定により定款をもって営業年度中の一定の日を

定めている場合を除く。）において、各営業年

度の開始の日から起算して６か月を経過した日

の３日前（休業日を除外する。以下日数計算に

おいて同じ。）の日（６か月を経過した日が休

業日に当たるときは、当該日の４日前の日）と

する。 

 

（配当落等の期日） 

第１８条 規程第２５条第１項に規定する配当落

又は権利落とする期日は、次の各号に定める日

とする。 

（１）当日決済取引 

   配当金（商法第２９３条の５第１項の規定

による金銭の分配を含む。以下同じ。）若し

くは新株引受権その他の権利を受ける者又は

株主総会（優先出資者総会を含む。）におい

て株主（優先出資者を含む。）として議決権

を行使する者を確定するための基準日又は株

主名簿（優先出資者名簿を含む。）閉鎖開始

日の前日（以下｢権利確定日｣という。）の翌

日。ただし、その決済を翌日に繰り延べる売

買については、権利確定日（権利確定日が休

業日に当たるときは、権利確定日の前日(休業

日に当たるときは、順次繰り上げる。)）とす

る。 

（２） （略） 
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（新たな条件により売買を行う期日） 

第１９条 規程第２６条に規定する転換条件の変

更期日及び行使条件の変更期日は、次の各号に

定める日とする。 

（１）当日決済取引 

優先株の発行者の定める転換条件の変更が

行われる日の前日及び転換社債型新株予約権

付社債券等の発行者の定める行使条件の変更

が行われる日の前日（以下「旧条件最終適用

日」という。）の翌日 

 

 

 

 

 

（２）普通取引 

旧条件最終適用日の３日前の日（旧条件最

終適用日が休業日に当たる場合は、旧条件最

終適用日の４日前の日）とする。ただし、利

付転換社債型新株予約権付社債券の売買にお

いて、旧条件最終適用日の前日（休業日に当

たるときは、順次繰り上げる。以下同じ。）

が利払期日の前日に当たるときは、旧条件最

終適用日の４日前の日（旧条件最終適用日が

休業日に当たるときは、旧条件最終適用日の

５日前の日）とする。 

 

（期中償還請求権に係る権利落として売買を行う

期日） 

第１９条の２ 規程第２６条の２に規定する期中

償還請求権に係る権利落として売買を行う期日

は、次の各号に定める日とする。 

（１）当日決済取引 

期中償還請求期間満了の日の翌日 

 

 

 

（新たな条件により売買を行う期日） 

第１９条 規程第２６条に規定する転換条件の変

更期日及び行使条件の変更期日は、次の各号に

定める日とする。 

（１）当日決済取引 

優先株の発行者の定める転換条件の変更が

行われる日の前日及び転換社債型新株予約権

付社債券等の発行者の定める行使条件の変更

が行われる日の前日（以下「旧条件最終適用

日」という。）の翌日。ただし、その決済を

翌日に繰り延べる売買については、旧条件最

終適用日（旧条件最終適用日が休業日に当た

るときは、旧条件最終適用日の前日（休業日

に当たるときは、順次繰り上げる。以下同

じ。））とする。 

（２）普通取引 

旧条件最終適用日の３日前の日（旧条件最

終適用日が休業日に当たる場合は、旧条件最

終適用日の４日前の日）とする。ただし、利

付転換社債型新株予約権付社債券の売買にお

いて、旧条件最終適用日の前日が利払期日の

前日に当たるときは、旧条件最終適用日の４

日前の日（旧条件最終適用日が休業日に当た

るときは、旧条件最終適用日の５日前の日）

とする。 

 

 

（期中償還請求権に係る権利落として売買を行う

期日） 

第１９条の２ 規程第２６条の２に規定する期中

償還請求権に係る権利落として売買を行う期日

は、次の各号に定める日とする。 

（１）当日決済取引 

期中償還請求期間満了の日の翌日。ただし、

その決済を翌日に繰り延べる売買について

は、期中償還請求期間満了の日（期中償還請

求期間満了の日が休業日に当たるときは、期
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（２） （略） 
 

（立会外分売の数量） 

第２５条 規程第３０条第１項に規定する本所が

定める顧客の売付注文の数量（２人以上の顧客

が同時に同一条件で立会外分売の委託を行う場

合は、当該顧客の売付注文の数量の合計）は、

当該銘柄の本所の売買立会における最近６か月

間（本所が立会外分売に係る届出を受理した日

が属する月のその前月以前６か月間とする。）

の月平均売買高（普通取引の売買高）を基準と

して、次の各号に掲げる数量とする。ただし、

上場後６か月を経過していない銘柄の月平均売

買高に関し必要な事項は、本所がその都度定め

るものとする。 

（１）～（３） （略） 

２ （略） 

 

第３０条から第３６条 削 除 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中償還請求期間満了の日の前日）とする。 

（２） （略） 

 

（立会外分売の数量） 

第２５条 規程第３０条第１項に規定する本所が

定める顧客の売付注文の数量（２人以上の顧客

が同時に同一条件で立会外分売を行う場合は、

当該顧客の売付注文の数量の合計）は、当該銘

柄の本所の売買立会における最近６か月間（本

所が立会外分売に係る届出を受理した日が属す

る月のその前月以前６か月間とする。）の月平

均売買高（普通取引の売買高）を基準として、

次の各号に掲げる数量とする。ただし、上場後

６か月を経過していない銘柄の月平均売買高に

関し必要な事項は、本所がその都度定めるもの

とする。 

（１）～（３） （略） 

２ （略） 

 

第３０条 削 除 

 

（金銭の受払い） 

第３１条 規程第３８条第１項に規定する金銭の

受払いは、次の各号に定めるところにより行う

ものとする。 

（１）金銭を受領する会員は、本所が指定する銀

行に口座を設け、当該口座において受領する

ものとする。 

（２）金銭を支払う会員は、本所が指定する銀行

に売買の決済を行うために設けられた本所名

義の口座に振り込むものとし、小切手をもっ

て振り込む場合には、本所が受入れを認めた

銀行のものであって、当該銀行の支払保証の

あるもの又は当該銀行の自己あてのものとす

る。ただし、本所が会員ごとに定める額の範

囲内の小切手については、支払保証のあるも

の又は自己あてのものであることを要しな
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（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

い。 

 

第３２条 削 除 

 

（引渡有価証券） 

第３３条 規程第３９条に規定する売買の決済の

ために引き渡す有価証券は、次の各号に定める

ところによる。 

（１）株券（新株引受権証書及び優先出資引受権

証書を除く。）は、売買単位の券種の株券又

は他の券種で各株券の表示する株式数（優先

出資の口数を含む。以下同じ。）の合計が売

買単位となるように組み合わせたものとす

る。 

（２）新株予約権証券は、売買単位の券種の新株

予約権証券とする。 

（３）債券は、売買単位の額面金額の券種の債券

又は他の券種で各債券の表示する額面金額の

合計額が売買単位の額面金額となるように組

み合わせたものであって、かつ、無記名式の

ものとする。 

（４）新株予約権付社債券等については、新株予

約権付社債券にあっては売買単位の額面金額

の券種であって、かつ、無記名式の新株予約

券付社債券とし、それ以外のものにあっては、

売買単位の額面金額の券種であって、かつ、

無記名式の社債券及び当該社債券に付したも

のとみなされる新株予約権証券とする。 

 

（吸収合併の場合の決済物件） 

第３４条 規程第４１条に規定する本所が定める

期間は、合併登記日の翌日から当該上場会社の

最初に到来する事業年度の末日までとし、同条

に規定する本所が定めるものは、被合併会社株

券（株式数が読み替えられる株券を除く。）と

する。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

付則 

この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。ただし、第１８条から第１９条の２まで

の改正規定は、同年１月１０日から施行する。 

 

（商号変更の場合の決済物件） 

第３４条の２ 規程第４１条の２に規定する本所

が定める期間は、商号変更日から当該上場会社

の最初に到来する事業年度の末日までとし、同

条同項に規定する本所が定めるものは、商号変

更前の株券とする。 

 

（抽選償還に係る受渡有価証券の引換え） 

第３５条 規程第４３条に規定する当該銘柄の他

の有価証券との引換え請求は、当該売買取引に

おける約定値段が償還金額以上の価格であると

きは受方会員が、償還金額未満の価格であると

きは渡方会員が、その決済日から起算して７日

以内の日までに行うものとする。 

 

第３６条 削 除 
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呼値に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的）  
第 １ 条  こ の 規 則 は 、 業 務 規 程 第 14条 第

11項 の 規 定 に 基 づ き 、 呼 値 に 関 し 、 必

要な事項を定める。  
  

付  則 
 この改正規定は、平成15年１月14日から施行す

る。 
 
 

（目的）  
第 １ 条  こ の 規 則 は 、 業 務 規 程 第 14条 第

10項 の規定に基づき、呼値に関し、必要

な事項を定める。  
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発行日決済取引の売買証拠金に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 

（目的） 

第１条 この規則は、清算・決済規程第１７条第

２項の規定に基づき、発行日決済取引の売買証

拠金の代用として差し入れることができる有価

証券の種類及びその代用価格等に関し、必要な

事項を定める。 

 

 

 

第２条 削 除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代用価格の変更） 

第３条 本所は、相場に著しい変動を生じた場合

等特に必要があると認めた場合には、代用価格

を変更することができる。 

 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第４条 売買証拠金の代用として差し入れること

（目的） 

第１条 この規則は、業務規程第４８条及び第４

９条の規定に基づき、発行日決済取引の売買証

拠金の額並びに売買証拠金及び計算上の損失額

の代用として差し入れることができる有価証券

の種類及びその代用価格等に関し、必要な事項

を定める。 

 

（売買証拠金の額） 

第２条 売買証拠金の額は、次の各号に掲げる値

段に１００分の１０を乗じて算出した金額（円

位未満の端数金額は、これを１円に切り上げ

る。）以上の額とする。 

（１）発行日決済取引開始日の当該銘柄の最終値

段（呼値に関する規則第９条の規定により気

配表示された最終気配値段を含む。以下この

条において同じ。） 

（２）当該開始日において、当該銘柄に約定値段

（呼値に関する規則第９条の規定により気配

表示された気配値段を含む。以下この条にお

いて同じ。）がない場合は、当該開始日にお

ける当該銘柄の旧株券の最終値段（新株引受

権証書については、当該最終値段から払込金

額を控除した額） 

（３）前２号に掲げる約定値段がない場合は、本

所がその都度定める値段 

 

（売買証拠金の額の変更） 

第３条 本所は、相場に著しい変動を生じた場合

等本所が必要があると認めた場合には、前条の

売買証拠金の額を変更することができる。 

 

（代用有価証券の種類及び代用価格） 

第４条 売買証拠金の代用として差し入れること
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ができる有価証券の種類は、次の各号に掲げる

ものとし、その差入れの際における代用価格は、

当該差入日の前々日(休業日に当たるときは、順

次繰り上げる。以下同じ。)における時価（次項

に定める時価をいう。以下この項及び次条にお

いて同じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得

た額を超えない額とする。 

（１）国内の証券取引所に上場されている株券（優

先出資証券（協同組織金融機関の発行する優

先出資証券をいう。）を含む。次号において

同じ。）               １００分の７０ 

（２）～（４） （略） 

（５）政府保証債券      １００分の９０ 

 

 

 

 

（５）の２ 特殊債券（政府保証債券を除く。） 

１００分の８５ 

（６）国内の証券取引所に上場されている社債券

（新株予約権付社債券（同時に募集されかつ

同時に割り当てられた社債券及び新株予約権

証券であって一体で売買するものを含む。以

下この条において同じ。）及び交換社債券（証

券取引法（昭和２３年法律第２５号）第２条

第１項第４号に掲げる有価証券又は同項第９

号に掲げる有価証券のうち同項第４号の有価

証券の性質を有するもの(以下この号におい

て「社債券」という。)であって、社債券を保

有する者の請求により発行者以外の特定の会

社の株券により償還されるものをいう。以下

同じ。）を除く。以下この条において同じ。）

又は国内の証券取引所にその株券が上場され

ている会社が発行する社債券で、かつ、外国

法人以外の会社の発行するもの（その発行に

際して元引受契約が証券会社又は外国証券会

社により締結されたものに限る。） 

ができる有価証券の種類は、次の各号に掲げる

ものとし、その差入れの際における代用価格は、

当該差入日の前々日(休業日に当たるときは、順

次繰り上げる。以下同じ。)における時価（次項

に定める時価をいう。以下この項及び次条にお

いて同じ。）に当該各号に掲げる率を乗じて得

た額を超えない額とする。 

（１）本所又は国内の他の証券取引所に上場され

ている株券（新株引受権証書及び優先出資引

受権証券証書を除く。）           １００分

の７０ 

（２）～（４） （略） 

（５）特別の法律により法人の発行する債券 

   政府が元本の償還及び利息の支払について

保証しているもの 

               １００分の９０ 

   その他のもの      １００分の８５ 

（新設） 

 

（６）本所若しくは国内の他の証券取引所に上場

されている社債券（新株予約権付社債券（同

時に募集されかつ同時に割り当てられた社債

券及び新株予約権証券であって一体で売買す

るものを含む。以下この条において同じ。）

及び交換社債券（証券取引法（昭和２３年法

律第２５号）第２条第１項第４号に掲げる有

価証券又は同項第９号に掲げる有価証券のう

ち同項第４号の有価証券の性質を有するもの

(以下この号において「社債券」という。)で

あって、社債券を保有する者の請求により発

行者以外の特定の会社の株券により償還され

るものをいう。以下同じ。）を除く。以下こ

の条において同じ。）又は本所若しくは国内

の他の証券取引所にその株券が上場されてい

る会社が発行する社債券で、かつ、外国法人

以外の会社の発行するもの（その発行に際し

て元引受契約が証券会社又は外国証券会社に



- 78 - 

               １００分の８５ 

 

（６）の２ 国内の証券取引所に上場されている

新株予約権付社債券又は国内の証券取引所に

その株券が上場されている会社が発行する新

株予約権付社債券で、かつ、外国法人以外の

会社の発行するもの（その発行に際して元引

受契約が証券会社又は外国証券会社により締

結されたものに限る。）  １００分の８０ 

 

（７）～（９） （略） 

（１０）円貨建外国債券（証券取引法施行令第２

条に定める債券である円貨債券、転換社債型

新株予約権付社債券及び交換社債券以外のも

のであって、かつ、その発行に際して元引受

契約が証券会社又は外国証券会社により締結

されたものに限る。    １００分の８５ 

 

（１１）投資信託の受益証券及び投資証券（国内

の証券取引所に上場されているもの及び投資

信託協会が前日（休業日に当たるときは、順

次繰り上げる。以下同じ。）の時価を発表す

るものに限る。） 

   公社債投資信託の受益証券 

                １００分の８５ 

   その他のもの       １００分の７０ 

 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号の

２に規定する新株予約権付社債券、同項第８

号に規定する交換社債券並びに同項第１１号

に規定する投資信託受の益証券及び投資証券

のうち国内の証券取引所に上場されているも

の 

  証券取引所（複数の証券取引所に上場して

いる銘柄については、本所が定める順位によ

より締結されたものに限る。） 

               １００分の８５ 

（６）の２ 本所若しくは国内の他の証券取引所

に上場されている新株予約権付社債券又は本

所若しくは国内の他の証券取引所にその株券

が上場されている会社が発行する新株予約権

付社債券で、かつ、外国法人以外の会社の発

行するもの（その発行に際して元引受契約が

証券会社又は外国証券会社により締結された

ものに限る。）        １００分の８０ 

（７）～（９） （略） 

（１０）前号に掲げる債券の発行者を除く外国法

人又は外国若しくは外国の地方公共団体の発

行する円貨建外国債券（転換社債型新株予約

権付社債券及び交換社債券以外のものであっ

て、かつ、その発行に際して元引受契約が証

券会社又は外国証券会社により締結されたも

のに限る。）               １００分の８５ 

（１１）投資信託受益証券（投資信託の受益証券

をいう。以下同じ。）及び投資証券（本所又

は国内の他の証券取引所に上場されているも

の及び投資信託協会が前日（休業日に当たる

ときは、順次繰り上げる。以下同じ。）の時

価を発表するものに限る。） 

   公社債投資信託の受益証券 

                １００分の８５ 

   その他のもの       １００分の７０ 

２ 時価は、次の各号に掲げる有価証券の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１）前項第１号に規定する株券、同項第６号の

２に規定する新株予約権付社債券、同項第８

号に規定する交換社債券並びに同項第１１号

に規定する投資信託受益証券及び投資証券の

うち本所又は国内の他の証券取引所に上場さ

れているもの 

   本所又は国内の他の証券取引所における最

終価格（呼値に関する規則第９条の規定によ
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り選択した証券取引所）における最終価格（当

該取引所において気配表示が行われている場

合は当該最終気配値段） 

（２） （略） 

（３）前項第１１号に規定する投資信託の受益証

券及び投資証券のうち投資信託協会が前日の

時価を発表するもの 

   投資信託協会が発表する時価 

（４）前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 

   日本証券業協会が発表する売買参考統計値

のうち平均値。ただし、売買参考統計値が発

表されていないもののうち証券取引所に上場

されているものについては、本所が定める順

位により選択した証券取引所の最終価格（当

該取引所において気配表示が行われている場

合は当該最終気配値段） 

 

３ 第１項第３号から第１０号まで（第８号を除

く。）に掲げる有価証券については、国内の証

券取引所に上場されているもの及び日本証券業

協会に登録されているもの並びに日本証券業協

会が売買参考統計値を発表するものに限る。 

 

 

（端数金額の調整） 

第４条の２ 前条第１項各号に掲げる有価証券に

ついて、差入日の前々日における時価に当該各

号に掲げる率を乗じた場合の端数金額の調整は

次のとおりとする。 

（１）同項第１号及び第２号に規定する株券並び

に同項第１１号に規定する投資信託の受益証

券及び投資証券については、円位未満の端数

金額は、これを切り捨てる。 

（２） （略） 

 

（本所が定める順位） 

第４条の３ 第４条第２項第１号及び第４号の規

り気配表示が行われているとき又は国内の他

の証券取引所において気配表示が行われてい

るときは、当該気配最終値段） 

（２） （略） 

（３）前項第１１号に規定する投資信託受益証券

及び投資証券のうち投資信託協会が前日の時

価を発表するもの 

   投資信託協会が発表する時価 

（４）前各号に掲げる有価証券以外の有価証券 

   日本証券業協会が発表する売買参考統計値

のうち平均値。ただし、売買参考統計値が発

表されていないもののうち本所又は国内の他

の証券取引所に上場されているものについて

は、その最終価格（呼値に関する規則第９条

の規定により気配表示が行われているとき又

は国内の他の証券取引所において気配表示が

行われているときは、当該気配最終値段） 

３ 第１項第３号から第 10 号まで（第８号を除

く。）に掲げる有価証券については、本所又は

国内の他の証券取引所に上場されているもの及

び日本証券業協会に登録されているもの並びに

日本証券業協会が売買参考統計値を発表するも

のに限る。 

 

（端数金額の調整） 

第４条の２ 前条第１項各号に掲げる有価証券に

ついて、差入日の前々日における時価に当該各

号に掲げる率を乗じた場合の端数金額の調整は

次のとおりとする。 

（１）同項第１号及び第２号に規定する株券並び

に同項第１１号に規定する投資信託受益証券

及び投資証券については、円位未満の端数金

額は、これを切り捨てる。 

（２）（略） 

 

 

（新設） 
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定における本所が定める順位は、第一順位は、

当該差入日の前々日が毎年２月から７月までの

間は前年７月から１２月までの、当該差入日の

前々日が毎年８月から翌年１月までの間は１月

から６月までの間における各証券取引所におい

て成立した当該銘柄の売買高（売買立会により

成立した普通取引（各証券取引所の定める普通

取引をいう。）に係るものに限る。）の最も多

い証券取引所とし、それ以降は、取引所・業界

団体等コード（証券コード協議会の定めるもの

をいう。）の順序とする。 

 

（被合併会社株券等の代用の取扱い） 

第５条 合併の場合において清算・決済規程第 

１０条の規定により決済物件として認められる

こととなった被合併会社株券及び商号変更の場

合において同規程第１１条の規定により決済物

件として認められることとなった商号変更前の

株券は、決済物件として認められている期間に

限り、売買証拠金の代用有価証券につき、株券

に代わるものとして取り扱う。 

２ （略） 

 

（代用有価証券からの除外） 

第６条 国内の証券取引所に上場されている株券

（優先出資証券、投資信託の受益証券及び投資

証券を含む。以下この項及び次項において同

じ。）が、その上場されている国内のすべての

証券取引所において、当該証券取引所の定める

上場廃止の基準に該当した場合には、該当した

日の翌日（休業日に当るときは、順次繰り下げ

る。以下同じ。）から、当該株券及び当該株券

（当該投資信託の受益証券を除く。）の発行者

が発行する社債券を、売買証拠金の代用有価証

券から除外する。 

２ 日本証券業協会に登録されている株券（店頭

管理銘柄として登録されているものを除く。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（被合併会社株券等の代用の取扱い） 

第５条 合併の場合において業務規程第４１条の

規定により決済物件として認められることとな

った被合併会社株券及び商号変更の場合におい

て同規程第４１条の２の規定により決済物件と

して認められることとなった商号変更前の株券

は、決済物件として認められている期間に限り、

売買証拠金の代用有価証券につき、株券に代わ

るものとして取り扱う。 

２ （略） 

 

（代用有価証券からの除外） 

第６条 本所又は国内の他の証券取引所に上場さ

れている株券（優先出資証券、投資信託受益証

券及び投資証券を含む。）が、その上場されて

いる国内のすべての証券取引所において、当該

証券取引所の定める上場廃止の基準に該当した

場合には、該当した日の翌日（休業日に当ると

きは、順次繰り下げる。以下同じ。）から、当

該株券及び当該株券（当該投資信託受益証券を

除く。）の発行者が発行する社債券を、売買証

拠金等の代用有価証券から除外する。 

 

２ 日本証券業協会に登録されている株券が、日

本証券業協会により登録を取り消されることと
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が、日本証券業協会により登録を取り消される

こととなった場合（国内の証券取引所に上場さ

れることとなる場合を除く。）には、登録を取

り消されることとなった日の翌日から、当該株

券及び当該株券の発行者が発行する社債券を、

売買証拠金の代用有価証券から除外する。 
３ （略） 

 

付  則 

１ この改正規定は、平成１５年１月１４日から

施行する。 

２ 第４条第１項に規定する当該前々日がこの規

則の施行の日から平成１５年７月末日までの間

の日である場合における第４条の３の規定の適

用については、同項中「当該差入日の前々日が

毎年２月から７月までの間は前年７月から１２

月までの、当該差入日の前々日が毎年８月から

翌年１月までの間は１月から６月までの間」と

あるのは「平成１４年６月から１１月までの間」

とする。 
３ 商法等の一部を改正する法律（平成１３年法

律第１２８号。）附則第７条第１項の規定によ

りなお従前の例によるとされた転換社債又は新

株引受権付社債は、それぞれ、転換社債型新株

予約権付社債又は転換社債型新株予約権付社債

以外の新株予約権付社債とみなして、この規則

を適用する。 
 

なった場合（本所又は国内の他の証券取引所に

上場されることとなる場合を除く。）には、登

録を取り消されることとなった日の翌日から、

当該株券及び当該株券の発行者が発行する社債

券を、売買証拠金等の代用有価証券から除外す

る。 

３ （略） 
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有価証券取扱責任者及び有価証券取扱者に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（有価証券取扱責任者の資格要件） 

第２条 有価証券取扱責任者は、当該会員の役員

又は従業員で、本所の信認金を有価証券をもって

代用する場合の当該有価証券の授受に関する業務

についての責任者の地位にある者でなければなら

ない。 

２ （略） 

 

（有価証券取扱者の資格要件） 

第３条 有価証券取扱者は、信認金を有価証券を

もって代用する場合の当該有価証券の授受に関

する業務を担当する当該会員の従業員その他同

業務を的確に遂行することができる相当の知

識、経験等を有すると認められる者でなければ

ならない。 

２ （略） 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

 

（有価証券取扱責任者の資格要件） 

第２条 有価証券取扱責任者は、当該会員の役員

又は従業員で、本所の決済関係業務についての責

任者の地位にある者でなければならない。 

 

 

２ （略） 

 

（有価証券取扱者の資格要件） 

第３条 有価証券取扱者は、決済関係業務を担当

する当該会員の従業員その他本所の決済関係業

務を的確に遂行することができる相当の知識、

経験等を有すると認められる者でなければなら

ない。 
 

２ （略） 
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シンジケートカバー取引の報告に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（シンジケートカバー取引の報告等） 
第２条 （略） 
２ （略） 
３ シンジケートカバー取引に係る有価証券等清

算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを

委託する会員を当該シンジケートカバー取引を

行う者とみなして前２項の規定を適用する。 
３ 本所は、第２項の報告に係る書面を公衆の縦

覧に供することができるものとする。 
 
 

付  則 
 この改正規定は、平成15年１月14日から施行す

る。 
 
 

（シンジケートカバー取引の報告等） 
第２条 （略） 
２ （略） 
（新設） 
 

 

 

３ 本所は、前項の報告に係る書面を公衆の縦覧

に供することができるものとする。 
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清算・決済規程施行規則 

 
 
（目的） 

第１条 この規程は、清算・決済規程（以下「規程」という。）に基づき、本所が定める事項につ

いて規定する。 

 

（引渡有価証券） 
第２条 規程第８条に規定する売買の決済のために引き渡す有価証券は、次の各号に定めるところ

による。 

（１）株券（優先出資証券を含む。）は、売買単位の券種の株券又は他の券種で各株券の表示する

株式数（優先出資の口数を含む。以下同じ。）の合計が売買単位となるように組み合わせたも

のとする。 

（２）受益証券は、売買単位の券種であって、かつ、無記名式のものとする。 

（３）新株予約権証券は、売買単位の券種の新株予約権証券とする。 

（４）債券（次号に掲げるものを除く。）は、売買単位の額面金額の券種の債券又は他の券種で各

債券の表示する額面金額の合計額が売買単位の額面金額となるように組み合わせたものであ

って、かつ、無記名式のものとする。 

（５）新株予約権付社債券等（新株予約権付社債券並びに同時に募集され、かつ、同時に割り当て

られた社債券及び新株予約権証券であって、一体で売買するものとして上場されたものをい

う。）については、新株予約権付社債券にあっては売買単位の額面金額の券種であって、かつ、

無記名式の新株予約券付社債券とし、それ以外のものにあっては、売買単位の額面金額の券種

であって、かつ、無記名式の社債券及び当該社債券に付したものとみなされる新株予約権証券

とする。 

 

（吸収合併の場合の決済物件） 

第３条 規程第１０条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）に規定する本所が定め

る期間は、合併登記日の翌日（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。以下同じ。）から当該

上場会社の最初に到来する事業年度の末日までとし、同条に規定する本所が定めるものは、被合

併会社株券（株式数が読み替えられる株券を除く。）とする。 

 

（商号変更の場合の決済物件） 

第４条 規程第１１条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）に規定する本所が定め

る期間は、商号変更日から当該上場会社の最初に到来する事業年度の末日までとし、同条に規定

する本所が定めるものは、商号変更前の株券とする。 

 

（売買証拠金の額） 

第５条 規程第１７条第１項に規定する売買証拠金の額は、株式会社日本証券クリアリング機構が
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定める売買証拠金基準値段に１００分の１０を乗じて算出した額（円位未満の端数金額は、これ

を１円に切り上げる。）以上の額とする。 

 

（非清算参加者の決済の繰延べの取扱い） 

第６条 非清算参加者は、株券（株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」という。）が

保管振替業において取り扱わない株券を除く。）及び転換社債型新株予約権付社債券（業務規程

第８条第３項第２号に規定する転換社債型新株予約権付社債券をいう。以下同じ。）（保管振替

機構が保管振替業において取り扱わない転換社債型新株予約権付社債券を除く。）の普通取引、

立会外分売に係る売買及び立会外取引特例第５条第２項に規定する日に決済を行う立会外取引

（それぞれの取引に係る過誤訂正等のための売買を含む。）に係る有価証券の引渡しについて、

クリアリング機構が必要と認めて証券決済未了を発生させてはならないと定める日においては、

規程第１２条に規定する繰延べを行うことができない。 

２ 非清算参加者が前項に規定する取引以外の株券等の売買に係る有価証券の引渡しの繰延べを

行った場合における当該繰延べに係る有価証券の引渡しは、当該有価証券の引渡しを繰り延べた

日から起算して５日目（新株引受権証書については２日目）の日（以下この条において「繰延べ

に係る有価証券の引渡し期限」という。）までに行うものとする。ただし、当該有価証券の引渡

しを繰り延べた日から繰延べに係る有価証券の引渡し期限までの間に次の各号に掲げる日が到

来する場合の当該繰延べに係る有価証券の引渡しは、指定クリアリング機構清算参加者の承諾を

受けたときを除き、当該各号に掲げる日の前日（当該各号に掲げる日が休業日に当たるときは２

日前の日）までに行わなければならない。 

（１）株主（優先出資者、受益者を含む。）の権利を確定するための基準日等の日 

（２）優先株の発行者の定める転換条件の変更（転換請求期間の中断を含む。）が行われる日の

前日及び転換社債型新株予約権付社債券の発行者の定める行使条件の変更（行使期間の中断

を含む。）が行われる日の前日 

（３）期中償還請求権が付されている転換社債型新株予約権付社債券の期中償還請求期間満了の

日 

（４）株券又は優先出資証券（保管振替機構が保管振替業において取扱わない株券又は優先出資

証券を除く。）の発行者が営業年度を１年とする法人である場合（商法（明治３２年法律第

４８号）第２９３条の５第１項の規定により定款をもって営業年度中の一定の日を定めてい

る場合を除く。）において、各営業年度の開始の日から起算して６か月を経過した日 

（５）利付転換社債型新株予約権付社債券（保管振替機構が保管振替業において取扱わない転換

社債型新株予約権付社債券を除く。）の利払期日の前日 

 

付則 

１ この改正規定は、平成１５年１月１４日から施行する。 
２ この改正規定施行の際現に発行されている有価証券引渡票に係る貸借の決済については、なお

従前の例による。 
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制度信用取引に係る権利の処理に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的） 

第１条 この規則は、信用取引・貸借取引規程第

９条の規定に基づき、本所の上場有価証券の制

度信用取引に係る配当請求権、新株引受権その

他の権利の処理に関して必要な事項を定める。 

 

 

（配当落調整額） 

第２条 正会員は、制度信用取引を行っている銘

柄につき配当（中間配当（商法第２９３条の５

第１項に規定する金銭の分配をいう。）を含む。

以下同じ。）が付与された場合は、当該銘柄の

発行者の株主（優先出資者を含む。以下同じ。）

に付与される配当金額から配当所得に対する源

泉徴収税額（税法上配当収入とみなされる金額

に対する源泉徴収税額を含む。）相当分を控除

した額（以下「配当落調整額」という。）の金

銭を当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日現

在制度信用取引に係る金銭の貸付けを受けてい

る顧客（以下「信用買顧客」という。）に支払

い、制度信用取引に係る株券（優先出資証券（協

同組織金融機関の発行する優先出資証券をい

う。以下同じ。）を含む。）の貸付けを受けて

いる顧客（以下「信用売顧客」という。）から

徴収する。 

２ （略） 

 

（新株引受権等） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、権利落後に制度

信用取引を継続する場合において、買付価格又

は売付価格から引受権価額を差し引いた額が１

円未満となる銘柄については、これが１株（優

（目的） 

第１条 この規則は、信用取引及び貸借取引規程

第９条の規定に基づき、本所の上場有価証券の

制度信用取引に係る配当請求権、新株引受権そ

の他の権利の処理に関して必要な事項を定め

る。 

 

（配当落調整額） 

第２条 正会員は、制度信用取引を行っている銘

柄につき配当（中間配当（商法第２９３条の５

第１項に規定する金銭の分配をいう。）を含む。

以下同じ。）が付与された場合は、当該銘柄の

発行者の株主（優先出資者を含む。以下同じ。）

に付与される配当金額から配当所得に対する

源泉徴収税額（税法上配当収入とみなされる金

額に対する源泉徴収税額を含む。）相当分を控

除した額（以下「配当落調整額」という。）の

金銭を当該銘柄の発行者の配当受領株主確定

日現在制度信用取引に係る金銭の貸付けを受

けている顧客（以下「信用買顧客」という。）

に支払い、制度信用取引に係る株券（優先出資

証券を含む。）の貸付けを受けている顧客（以

下「信用売顧客」という。）から徴収する。 

 

 

２ （略） 

 

（新株引受権等） 

第４条 （略） 

２ （略） 

（新設） 
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先出資証券の場合には１口）当たり１円となる

よう、その差額を信用買顧客に支払い、信用売

顧客から徴収する。 

 

（新株式等の引受け） 

第５条 前条の規定にかかわらず、制度信用取引

を行っている銘柄について新株引受権等が付与さ

れた場合において、割り当てられた新株式のうち、

業務規程第１５条の規定に基づき本所が定める売

買単位の数量の整数倍の数の新株式について信用

買顧客がその引受けを希望し、かつ、正会員がこ

れに応じることができるときは、正会員は、新株

引受権証書（優先出資引受権証書（協同組織金融

機関の発行する優先出資引受権証書をいう。）を

含む。以下「証書」という。）を引き渡し、又は

当該信用買顧客から新株式払込金をあらかじめ徴

収したうえ、新株券を引き渡すことにより処理す

ることができるものとする。 

２～４ （略） 

 

付則 

 この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

 

 

 

 

 

 

（新株式等の引受け） 

第５条 前条の規定にかかわらず、制度信用取引

を行っている銘柄について新株引受権等が付与

された場合において、割り当てられた新株式の

うち、業務規程第１５条の規定に基づき本所が

定める売買単位の数量の整数倍の数の新株式に

ついて信用買顧客がその引受けを希望し、かつ、

正会員がこれに応じることができるときは、正

会員は、新株引受権証書（優先出資引受権証書

を含む。以下「証書」という。）を引き渡し、

又は当該信用買顧客から新株式払込金をあらか

じめ徴収したうえ、新株券を引き渡すことによ

り処理することができるものとする。 

 

２～４  
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制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関する規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（目的） 

第１条 この規則は、信用取引・貸借取引規程第

７条第２項及び第１０条第２項の規定に基づ

き、制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関し、

必要な事項を定める。 

 

（制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 上場株券（優先出資証券（共同組織金融

機関の発行する優先出資証券をいう。以下同じ。）

を含む。以下同じ。）が、次の各号に適合する場

合は、既に制度信用銘柄に選定されているものを

除きこれを制度信用銘柄に選定するものとする。 

（１）～（９） （略） 

２～６ （略） 

 

（貸借銘柄の選定基準） 

第３条 制度信用銘柄である株券のうち地場銘柄

（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業所を有

する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の各号に適

合する場合は、既に貸借銘柄に選定されているも

のを除きこれを貸借銘柄に選定するものとする。 

 

（１）～（１２） （略） 

２～８ （略） 

 

付則 

 この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

（目的） 

第１条 この規則は、信用取引及び貸借取引規程

第７条第２項及び第１０条第２項の規定に基

づき、制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定に関

し、必要な事項を定める。 

 

（制度信用銘柄の選定基準） 

第２条 上場株券（既に制度信用銘柄に選定され

ているものを除く。）が、次の各号に適合する

場合は、これを制度信用銘柄に選定するものと

する。 

 

（１）～（９） （略） 

２～６ （略） 

 

（貸借銘柄の選定基準） 

第３条 制度信用銘柄（既に貸借銘柄に選定され

ているものを除く。以下同じ。）のうち地場銘

柄（九州・山口及び沖縄に本社又は主要事業所

を有する銘柄をいう。以下同じ。）が、次の各

号に適合する場合は、これを貸借銘柄に選定す

るものとする。 

（１）～（１２） （略） 

２～８ （略） 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 

（１）～（３）  （略） 

（４）  第９号に規定する「当取引所が必要と

認める書類」とは、次に掲げるものをいうも

のとする。ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規

上場申請者は、ａ、ｄ、ｄの２、ｅからｇま

で、ｊ及びｎの２に規定する書類については、

添付を要しない。 

ａ～ｉ  （略） 

ｊ  本所所定の「株式の分布状況表」 

この場合において、商法又は優先出資法

の規定により株主名簿又は優先出資者名簿

の閉鎖を行ったとき（保振法第３１条第１

項第３号の規定（同法第３９条の５におい

て準用する場合を含む。）に基づき保管振

替機関が実質株主の通知を行った場合を含

む。）は、当該株主名簿若しくは優先出資

者名簿の閉鎖時又は基準日（営業年度の開

始の日から起算して６か月を経過した日

（商法第２９３条の５第１項の規定により

定款をもって営業年度中の一定の日を定め

ている場合には、営業年度ごとの当該日）

を含む。以下「株主名簿の閉鎖時又は基準

日」という。）における株主若しくは優先

出資者が所有する株式若しくは優先出資の

数又は株主若しくは優先出資者の数を把握

した都度、更新後の「株式の分布状況表」

を提出するものとする。 

 

付  則 

 この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

 

２．第３条（新規上場申請手続）第２項関係 

（１）～（３）  （略） 

（４）  第９号に規定する「当取引所が必要と

認める書類」とは、次に掲げるものをいうも

のとする。ただし、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規

上場申請者は、ａ、ｄ、ｄの２、ｅからｇま

で、ｊ及びｎの２に規定する書類については、

添付を要しない。 

ａ～ｉ  （略） 

ｊ  本所所定の「株式の分布状況表」 

この場合において、商法又は優先出資法

の規定により株主名簿又は優先出資者名簿

の閉鎖を行ったとき（保振法第３１条第１

項第３号の規定に基づき保管振替機関が実

質株主の通知を行った場合を含む。）は、

当該株主名簿若しくは優先出資者名簿の閉

鎖時又は基準日（株式会社にあっては、営

業年度の開始の日から起算して６か月を経

過した日（商法第２９３条の５第１項の規

定により定款をもって営業年度中の一定の

日を定めている場合には、営業年度ごとの

当該日）を含む。以下「株主名簿の閉鎖時

又は基準日」という。）における株主若し

くは優先出資者が所有する株式若しくは優

先出資の数又は株主若しくは優先出資者の

数を把握した都度、更新後の「株式の分布

状況表」を提出するものとする。 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

１．第２条関係 

（１）  上場株式数 

第１号に規定する上場株式数の取扱いは次

のとおりとする。 

ａ  （略） 

ｂ  上場銘柄が２銘柄以上である場合は、こ

のうち、代替性の最も強い銘柄の上場株式

数が２，０００単位未満となるときに第１

号に該当するものとして取り扱う。 

（注）「代替性の最も強い銘柄」とは、例え

ば、旧株、新株に分かれている場合の旧株

をいう。以下同じ。 

 

ｃ  （略） 

（２）～（１２）  （略） 

 

付  則 

この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 

 

１．第２条関係 

（１）  上場株式数 

第１号に規定する上場株式数の取扱いは次

のとおりとする。 

ａ  （略） 

ｂ  上場銘柄が２銘柄以上である場合は、こ

のうち、代替性の最も強い銘柄の上場株式

数が２，０００単位未満となるときに第１

号に該当するものとして取り扱う。 

（注）「代替性の最も強い銘柄」とは、例え

ば、旧株、新株に分かれている場合の旧株

（業務規程第４０条第２項参照）をいう。

以下同じ。 

ｃ  （略） 

（２）～（１２）  （略） 
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日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、業務規程、 
信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証

券に関する有価証券上場規程、業務規程、信用取

引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の施行

規則 

 
（目的） 

第１条 この規則は、日経３００株価指数連動型

上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場

規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び

受託契約準則の特例（以下「受益証券特例」と

いう。）に基づき、本所が定める事項並びに受

益証券特例の解釈及び運用に関し、必要な事項

を定める。 

 

（気配表示） 

第１８条 業務規程施行規則第１１条の規定は、

受益証券特例第１９条第４項かっこ書、同第３

０条の規定により読み替えて適用する業務規程

第３１条第１項かっこ書並びに同第３４条第１

項かっこ書に規定する気配表示について準用す

る。この場合において、業務規程施行規則第１

１条中「規程第１２条第２項第４号及び第５項

かっこ書、同第３１条第１項かっこ書並びに同

第３４条第１項かっこ書」とあるのは「受益証

券特例第１９条第４項かっこ書、同第３０条の

規定により読み替えて適用する業務規程第３１

条第１項かっこ書並びに同第３４条第１項かっ

こ書」と、「呼値に関する規則第９条」とある

のは「日経３００株価指数連動型上場投資信託

の受益証券に関する有価証券上場規程、業務規

程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則

の特例の施行規則第２１条において準用する呼

値に関する規則第９条」と読み替えるものとす

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証

券に関する有価証券上場規程、業務規程、信用取

引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の特例の

施行規則 
 

（目的） 

第１条 この規則は、日経３００株価指数連動型

上場投資信託の受益証券に関する有価証券上場

規程、業務規程、信用取引及び貸借取引規程並

びに受託契約準則の特例（以下「受益証券特例」

という。）に基づき、本所が定める事項並びに

受益証券特例の解釈及び運用に関し、必要な事

項を定める。 

 

（気配表示） 

第１８条 業務規程施行規則第１１条の規定は、

受益証券特例第１９条第４項かっこ書、同第３

０条の規定により読み替えて適用する業務規程

第３１条第１項かっこ書並びに同第３４条第１

項かっこ書に規定する気配表示について準用す

る。この場合において、業務規程施行規則第１

１条中「規程第１２条第２項第４号及び第５項

かっこ書、同第３１条第１項かっこ書並びに同

第３４条第１項かっこ書」とあるのは「受益証

券特例第１９条第４項かっこ書、同第３０条の

規定により読み替えて適用する業務規程第３１

条第１項かっこ書並びに同第３４条第１項かっ

こ書」と、「呼値に関する規則第９条」とある

のは「日経３００株価指数連動型上場投資信託

の受益証券に関する有価証券上場規程、業務規

程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約

準則の特例の施行規則第２１条において準用す

る呼値に関する規則第９条」と読み替えるもの
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る。 

 

（呼値の制限値幅） 

第２０条 呼値の制限値幅に関する規則第２条第

１項（ただし書を除く。）及び第３項並びに同

第５条の規定は、受益証券特例第２０条第３項

に規定する本所が定める呼値の値幅について準

用する。この場合において、呼値の制限値幅に

関する規則第２条第１項中「株券」とあるのは

「受益証券」と、同条第３項中「前２項」とあ

るのは「日経３００株価指数連動型上場投資信

託の受益証券に関する有価証券上場規程、業務

規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準

則の特例の施行規則第２０条において準用する

呼値の制限値幅に関する規則第２条第１項」と、

同第５条中「第２条、第２条の２及び第３条」

とあるのは「日経３００株価指数連動型上場投

資信託の受益証券に関する有価証券上場規程、

業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契

約準則の特例の施行規則第２０条において準用

する呼値の制限値幅に関する規則第２条第１項

及び第３項」と、｢全部又は一部の銘柄｣とある

のは「受益証券」と読み替えるものとする。 

 

２・３ （略） 

 

（呼値に関する事項） 

第２１条 呼値に関する規則第２条、同第３条、

同第４条（第１項を除く。）、同第７条、同第

８条（第１項第１号を除く。）及び同第９条（第

１項第１号、第３項及び第４項第２号から第５

号を除く。）の規定は、受益証券特例第２０条

第４項に規定する本所が定める事項について準

用する。この場合において、呼値に関する規則

第３条中「業務規程第２８条」とあるのは「受

益証券特例第２３条」と、同第４条中「売買シ

ステムによる売買以外の売買」とあるのは「受

とする。 

 

（呼値の制限値幅） 

第２０条 呼値の制限値幅に関する規則第２条第

１項（ただし書を除く。）及び第３項並びに同

第５条の規定は、受益証券特例第２０条第３項

に規定する本所が定める呼値の値幅について準

用する。この場合において、呼値の制限値幅に

関する規則第２条第１項中「株券」とあるのは

「受益証券」と、同条第３項中「前２項」とあ

るのは「日経３００株価指数連動型上場投資信

託の受益証券に関する有価証券上場規程、業務

規程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契

約準則の特例の施行規則第２０条において準用

する呼値の制限値幅に関する規則第２条第１

項」と、同第５条中「第２条、第２条の２及び

第３条」とあるのは「日経３００株価指数連動

型上場投資信託の受益証券に関する有価証券上

場規程、業務規程、信用取引及び貸借取引規程

並びに受託契約準則の特例の施行規則第２０条

において準用する呼値の制限値幅に関する規則

第２条第１項及び第３項」と、｢全部又は一部の

銘柄｣とあるのは「受益証券」と読み替えるもの

とする。 

２・３ （略） 

 

（呼値に関する事項） 

第２１条 呼値に関する規則第２条、同第３条、

同第４条（第１項を除く。）、同第７条、同第

８条（第１項第１号を除く。）及び同第９条（第

１項第１号、第３項及び第４項第２号から第５

号を除く。）の規定は、受益証券特例第２０条

第４項に規定する本所が定める事項について準

用する。この場合において、呼値に関する規則

第３条中「業務規程第２８条」とあるのは「受

益証券特例第２３条」と、同第４条中「売買シ

ステムによる売買以外の売買」とあるのは「受
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益証券」と、「業務規程第１２条第２項」とあ

るのは「受益証券特例第１９条第１項」と、同

第８条中「業務規程第１２条第２項」とあるの

は「受益証券特例第１９条第１項」と、同第９

条中「第1項」とあるのは「日経３００株価指数

連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証

券上場規程、業務規程、信用取引・貸借取引規

程及び受託契約準則の特例の施行規則第２１条

において準用する呼値に関する規則第９条第１

項」と、「次の各号」とあるのは「次」と、「値

段（直接上場銘柄の上場日（初値の決定前に限

る。）における当該直接上場銘柄並びに監理ポ

スト及び整理ポストに関する規則第３条又は第

５条の規定に基づき整理ポストに割り当てられ

た銘柄のうち、本所がその都度指定した銘柄に

係る指定後最初の約定値段の決定日（当該約定

値段の決定前に限る。）までにおける当該銘柄

については、本所が板呼値の状況等を勘案して

その都度定める値幅の値段）」とあるのは「値

段（日経３００株価指数連動型上場投資信託の

受益証券に関する有価証券上場規程、業務規程、

信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特

例の施行規則第１３条第２号の規定に基づき整

理ポストに割り当てられた銘柄のうち、本所が

その都度指定した銘柄に係る指定後最初の約定

値段の決定日（当該約定値段の決定前に限る。）

までにおける当該銘柄については、本所が板呼

値の状況等を勘案してその都度定める値幅の値

段）」と、｢株券｣とあるのは「受益証券」と読

み替えるものとする。 

 
 
（削る） 
 
 
 
 

益証券」と、「業務規程第１２条第２項」とあ

るのは「受益証券特例第１９条第１項」と、同

第８条中「業務規程第１２条第２項」とあるの

は「受益証券特例第１９条第１項」と、同第９

条中「第1項」とあるのは「日経３００株価指数

連動型上場投資信託の受益証券に関する有価証

券上場規程、業務規程、信用取引及び貸借取引

規程並びに受託契約準則の特例の施行規則第２

１条において準用する呼値に関する規則第９条

第１項」と、「次の各号」とあるのは「次」と、

「値段（直接上場銘柄の上場日（初値の決定前

に限る。）における当該直接上場銘柄並びに監

理ポスト及び整理ポストに関する規則第３条又

は第５条の規定に基づき整理ポストに割り当て

られた銘柄のうち、本所がその都度指定した銘

柄に係る指定後最初の約定値段の決定日（当該

約定値段の決定前に限る。）までにおける当該

銘柄については、本所が板呼値の状況等を勘案

してその都度定める値幅の値段）」とあるのは

「値段（日経３００株価指数連動型上場投資信

託の受益証券に関する有価証券上場規程、業務

規程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契

約準則の特例の施行規則第１３条第２号の規定

に基づき整理ポストに割り当てられた銘柄のう

ち、本所がその都度指定した銘柄に係る指定後

最初の約定値段の決定日（当該約定値段の決定

前に限る。）までにおける当該銘柄については、

本所が板呼値の状況等を勘案してその都度定め

る値幅の値段）」と、｢株券｣とあるのは「受益

証券」と読み替えるものとする。 

 

（特別会員を相手方とする売買） 

第２５条 特別会員を相手方とする売買の決済等

に関する規則第４条の規定は、受益証券特例第

３０条において読み替え適用される普通取引の

決済等について準用する。 
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付則 
この改正規定は、平成１５年１月１４日から施

行する。 
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立会外取引に関する業務規程、信用取引及び貸借取引規程並びに受託契約準則の特例の施行規則の一部改正新旧対照表  

 
新 旧 

立会外取引に関する業務規程、信用取引・貸借取

引規程及び受託契約準則の特例の施行規則 
 
 
（単一銘柄取引の値段） 
第４条 立会外取引特例第６条第３項第１号に規

定する本所が定める値段は、次の各号に定める

値段とする。 
２ （略） 
３ 第１項の規定にかかわらず、立会外取引特例

第５条第１号に規定する日に決済を行う取引に

ついて、普通取引における規程第25条第１項の

規定により定める配当落等の期日、同第26条の

規定により定める転換条件の変更期日若しくは

行使条件の変更期日又は同第26条の２の規定に

より定める期中償還請求権に係る権利落として

売買を行う期日から、当該期日から起算して５

日目（休業日を除外する。以下日数計算につい

て同じ。）の日（利付転換社債型新株予約権付

社債券（機構非取扱転換社債型新株予約権付社

債券を除く。）の売買について、規程第８条第

４項に定める場合には、当該期日から起算して

６日目の日とする。）以降の普通取引の売買立

会の始めの約定値段が決定される時までにおけ

る値段は、本所がその都度定める。 
 
 
４ （略） 
 
（呼値に関する事項） 
第５条 立会外取引特例第６条第７項に規定によ

り、立会外取引の呼値に関し本所が定める事項

は、次の各号に定める事項とする。 
（１）～（３） （略） 
 

立会外取引に関する業務規程、信用取引及び貸借

取引規程並びに受託契約準則の特例の施行規則 
 
 
（単一銘柄取引の値段） 
第４条 立会外取引特例第６条第３項第１号に規

定する本所が定める値段は、次の各号に定める

値段とする。 
２ （略） 
３ 第１項の規定にかかわらず、立会外取引特例

第５条第１号に規定する日に決済を行う取引に

ついて、普通取引における規程第25条第１項の

規定により定める配当落等の期日、同第26条の

規定により定める転換条件の変更期日若しくは

行使条件の変更期日又は同第26条の２の規定に

より定める期中償還請求権に係る権利落として

売買を行う期日から、当該期日から起算して５

日目（休業日を除外する。以下日数計算につい

て同じ。）の日（利付転換社債型新株予約権付

社債券（機構非取扱転換社債型新株予約権付社

債券を除く。）の売買について、規程第８条第

４項に定める場合には、当該期日から起算して

６日目の日とする。決済の翌日に繰り延べる売

買については、これらの日の前日とする。）以

降の普通取引の売買立会の始めの約定値段が決

定される時までにおける値段は、本所がその都

度定める。 
４ （略） 
 
（呼値に関する事項） 
第５条 立会外取引特例第６条第６項に規定によ

り、立会外取引の呼値に関し本所が定める事項

は、次の各号に定める事項とする。 
（１）～（３） （略） 
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（総売買高等の通知及び公表） 
第９条 （略） 
 
 

付  則 
 この改正規定は、平成15年１月14日から施行す

る。ただし、第５条の改正規定は、同年１月10日

から施行する。 
 
 

（正会員等への通知及び公表） 
第９条 （略） 
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決済に係る手数料の額等を廃止する規則 
 
 次の規則を廃止する。 

（１） 決済に係る手数料の額 

（２） 特別会員を相手方とする売買の決済等に関する規則 

（３） 有価証券引渡票に関する規則 

（４） 抽選償還当選債券等の引換処理に関する規則 

（５） 買付価格又は売付価格から新株引受権等の価格を差し引いた額が１円未満となる

場合の権利処理についての理事会決定（信用取引及び貸借取引規程第８条関係） 

（６） 受益証券の売買に係る有価証券引渡票に関する規則 

 
付  則 

１ この規則は、平成１５年１月１４日から施行する。 
２ 廃止前の決済に係る手数料の額の規定は、平成１５年 1 月分の決済手数料の納入につ
いて、なおその効力を有する。 

 




